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まえが

育梅 •西川林業地帯は徳川時代に多摩川・ 秋川 ・ 名栗川・ 髙庭川 •成木川の 

木材流送を中心にして成立して展開し,今日 も繁栄を績けているスギ ・ヒノ*キ 

用材林人工林地帯である。

-つの林業地帯は土壌 ・ 気象 ・水系 ・ 植生などの自然的条件と地域住民 ・ 林 

産物備更 ・ 販路 ・ 輸送などの社会的条件と造林技術が歴史的. 地理的に複に 

関連しあって成立している。

このレポー ト青梅 ・ 西川林業地帯の林業史と く cこの地方のスギ ・ヒノキ 

靖 行; 技術史のなかから,昭和4+年に行った調査によって知り得たものなとり 

あえずと り まとめて報告するものである。

今回の調にあた り温切に御協力頂いた各地の林業家,林業関係者ならびに 

郷 土 史家の各位に心からなる感謝を捧げる。
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I 青梅 ・西川林業地帯の位道と 自然条件

青梅・ 西川林業地帯は,東京都心から西北方5 0〜? 0KmK存在する林楽 

地帝である。標高は300m〜1 700mにわたる山ﾡ地ﾡであるが存梅・西川 

(スギ・ ヒノ キ人工林)林業の主ﾡな部分け標高 2 0 0～6 0 om の間で営な 

まれている。

・

現在の行政区画で指摘する とつぎの地域がいわる梅 ・ 西川林業地帯で

ある。

東京都育梅市

東京都西多ﾡ都央多ﾡ町 

五 日市町 

日の出村 

ﾡ原村

埼玉県阪能市東召野 ) 

番 野 J

原市場

埼玉県入間部名栗村二

株林薬地市

消相 ・ 西川 

林求地ﾡ

務施川林業地帯、

,西川林業地帯

名票川林業地

こ の地域の水系は 青梅市と央多ﾡ町を多摩川が貫流し, 日の出村を多摩川 

の文流( 福生町で分岐する支流)の平井川がれ, 五日市町と檜原村を多摩 

川の支流(排ﾡ町で分岐する文流) の秋川が流れている。 つま り青梅林業地 

滞は多摩川の流域に属している。他方西川林業地帯の埼玉県ﾡ能市東吾野と 

西野の一ﾡ(山崎)は高歴川流域にWし, 原市場 と 吾野の一掷( 中沢)と名 

更村:ホ名張川に厲し,青梅市の一部(成木)は成木川流域に属して.いる。名 

ﾡ川と成木川飯能市川寺で合流して入間川になる。 入間川 と高ﾡ川は川越 

市で合流し, さらに荒川に合流する。 つまり西川林楽地帯は荒川の支流の高

川・名票川・ 成木川の流域にイ在している。
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中世層からなる。基岩は硬砂岩, 石灰岩, 千枚岩, 輝緑凝灰岩, 粘板岩など 

からななる。

土壌 は 砂質 壊 土 ないし 瑛質 城土 からなり, はとん ど が 褐色 森林土 で ある。

青格 ・ 西川林業地帯の年除水は1 3 0 0〜1 8 0 0mmで年平均気選けは1s E 

〜14こ, 除雪 量は少ないが晩雪によってスギ・ ヒノキ の人工 造林地 クーボ 

に智害を生ずるこ とがある。気象条件を示す資料 と して東京都水道局 •'、十貝 

林経営計画 (昭和41年) か、ら引用した表を過げてお く。

青ﾡ・ 西川林業地帯の森林帯は暖带林 (カッﾡ) 北部と温帯 ( ブナ補 ) ・ 

部に属している。 自然林相はナ ラ・シデ・カニデ・ヘンノキ・カ シなど広 

業樹にモ ミ •ッガ •ヒノキ •アカマツな どの針葉樹が 混交 し た林相 で標*, 

高いところ では プナ・ カバ・ トウヒ ・ シラべもみられる。

以上のよ う ず梅 ・ 西川林業地符スギ ・ = ノ キの生育に適した自然条件

の う え に成立 している。

II 原始時代から中世まで

青梅・西川地方は原始時代( B ・ O 0000 年頃 —- 縄文式文化時代)から 

人か住んでいたこ とが当時の遺跡(住居跡や土器) から うかかわれる (ﾡ 

文式文化の遺跡 は 青梅市, 五日市町, 原 村,名栗 お, 飯 ﾡ市にみられる )。 

その後, 弥生式文化時代を縦て奈良時代には青梅の御岳山( 7 3 6年創建) 

中五日市の三内神社( o 7 +年創建)が創ﾡされている。 平安時代には五日 

市の阿夜岡神社が多際八座の1 つK#げられており ( 907年), 五日市戸

の三島神 社 か 創 され(947年), 五日市伊奈 の岩走 神社 が創建され,



(1150年), 消梅今寺の報恩寺が開山( 813年) され, 消梅塩船観音 

の杉本坊が曲かれ (805年), 清梅村木の即清寺,金剛寺が開山され(935 

年 ), 言梅下爰 淵の鹿島 玉川 神社 (985 年創殖 ) ,下の八術宮 (1041 

年創礎).が作られ, 仮能市吾野の子の権現か開山された( 9 1 1年)。下名 

栗には塔介時代の音石塔母がみられる。

これら の事実は現在の音梅 ・ 西川地方に非常 に古 く から人類が生活してい 

たこ と と, それに伴って住居や燃料や生活用具の原料と しての木材を森林か 

ら契取する こ と 之通じて森林が利用されていたこ と *物置っている。

おそら く原始時代には大径木を交えた天然生林かこの地方を覆っており, 

焼畑農業が行なわれ,必要に応じて林木が採取され,林木に関しては局場的 

な自給目足経済が行なわれ, 天然生林を伐採した跡は開ﾡされるかあるいは 

再び天然生林の成立にゆだねられたと思われ る。神社や仏隊のえ立に残した 

建築用材も附近の天然生林から供給されたと想像される。しかし,その当叶 

どんな伐採技術が行なわれ,どんな造林技術が実行されたかは明らかでない。

m スギの造林の開始

現在の青権 ・ 西川林業 の代表樹稿のス ギ が人工械栽 さ れ た記録 のもっと ミ, 

古いものけはﾡ梅の御岳山の境内と参道のスギを徳川家康が長 1 I 年( 10on 

年) K寄進し た記録 である(家康は 当 時八王子代 官 の大久保長安 c命 じて a 

林させた)。このスは現在し御野山に存在している。最近, 剛Aでこので 

ギの一部分に風例木が生じた時, 被害木の年ﾡ数からその記録の正L さか 

明された。

この御岳山のスギけ*済行為を目的と して植林されたものではな く,同G 
を目的としてﾡ林されたものではあるが, しかし, その結果そこに今日 

れるよ う な杉林が成立している こと は,当wすでにスギの道林抜術か存在し 

ていたこと を意味している。 しかしその造林技術が具休的にどんなものであ 

ったかということ はわか らない。

経済的意図から住民よって実行されたスギ の 逃林 が文献 上 で確 認 てきる 

のは,『梅(沢井)でも央多摩(氷川) でも西川地方でるﾡ文の頃(1660年 

代)からである。

W 近世(徳川時代)の林野利用

原川家族 が江戸 に入府 した のは天正 18年(1500年) である。そして 

それよってそれまでは, 城下町とはいう ものの武蔵野 のなか の農漁村的な 

1集落に測ぎなかった江戸が急激に発展して大都市になったことは周知の事 

実である。江戸 とい う大消 費市場 と 建築用木材生産地 と してのﾡ梅 ・ 西川地 

方を結びつけたものは多摩川(ならびにその支流の秋川) と荒川(とくに 

そ'支流の高屈川,名栗川,成木川, =西川三川)の木材流送(徳洲流し)で 

あった。天和2年( 1 682年)の江戸大火の時には西川地方から復県用材 

か流送された。 1 6 5 7年には江戸に有名な明ﾡの大火(死者1 0万8千) 

かあった。寛文8年( 1668年) には多際川流域の羽村でﾡ漁のために上 

流から のﾡ流し が妨害 さ れた記録 かみられる。いずれにせよこ のa から梅・ 

百川地方に徳流しか始まった。その後によ？ て初期にけ天然生林の大径木用 

材(モミ ・ツガ・カッラ・ナラ・ シデ ・ カエデ・ ク リ など)が運ばれ, 元ﾡ

(1 70 0年頃1)から以降には造林木のスギ・ ヒノキの皮つき丸太が運ば 

,江戸末期〜明治初期以後はスギ・ ヒノキの角材(袖角)と小丸太が主と 

し て運ば た。 •

格市では文政+年 (1821年)にﾡ*作る臓人が沢井に?人, 白丸 

cり人, ﾡ訳に+人いた(定本市史ﾡ梅による)。五日市町の戸倉地区で後 

が丸大 を抑ん だものから柚角 を組んだものに変っ たのは明治初年である。当



時,戸合の網別源氏郎が召野から米た不税に月ぞ作る術百って戸倉 

ﾡ角 を導入 し た ( 村誌戸倉 cよる)。

被では後の上荷 として同時に木炭や杉皮や板が運ばれた。

たとえげ座応2年(］ 8 o 0年) に作られた三田領中組上荷主仲間議定書 

による と 役 の上荷 としてつぎの よ う なものが運ばれた。 ( 定本青梅市 史こよ 

る )

氷川炭, 大丹波炭, 成木炭, 杉飛皮, 板 

燃平 ( 筆者 注,=機厚板) .

ま た明治 2 ○年に木材売場着徴数3. 8 2 2枚に蔵せたおもな上荷と してっき 

の上うな ものが記録されている。

28.0 1 2東

板 類 4. 3 9 5束
・

杉 皮 小 10.1 4 5 東
杉 皮 犬 6 45東

成 木 炭 6. 1 0 0依 '

『 ・ 大 丹波 炭 2.9 5 2依
氷 川 炭 2 0依

このよう に後が大量に素材を運搬する手段 と して使われたのは大正 10年～ 

大正15年頃( 1 9 2 0年代) までで, その後は鉄道輸送や ト ラックﾡ送に 

ょって代替きれた。

徳川時代 に は木炭 や板( 木挽が製材 した も の) は役の上荷 として給送さ 

たはか, 衛験や牛期iによってる, 青梅街道, 五日市街道, 川地布道,所西 

街道などを通って江戸ならびに周辺消費地(例:青梅, 五日市,飯能,越 

平, 毛回, 松山, 川越,所次など)へ運げれた。また, 斉梅(成木,ヒトー 

木) %飯能( Lmt竹) もそれぞれ成木石灰,伝能石灰(この両者*あわて 

八王子石灰と呼ぶことがある)の産地として徳川初期( 1 5 0 0年頃)か 

ィ名であり, その石灰の焼成にかなりの燃材が使用された。(八王千石氏 

生産は天正］ 8年( 1 590年) に始ま り 慶長 1 1年( 1606年) c江戸 

車府,二石駅を上納して以来,御用石灰と し て発展した。八王子石灰の生消 歌 

がビーク に述したのは元6年 (1606年)( 当時ﾡ元数が9 0以上あっ 

た)で, その後宝店12年(1702年)以後江戸第殺灰, 寛延元年(1748 

年)以後町州石灰などの出現によって徐々にﾡ退し, 文化5年(1808年) 

にﾡ本数が1 0名になり, 大正中期( 1 9 1 0年代) には完全に衰退,波 

亡した)。. • • ••

そのほか,各村 には展業用 の肥料源, 牛馬銅料としての株, 基浪材料とし 

て の茅 を採取する ため の草刈場 ( 採草 地 •茅毋)があ り, さらにまた人家に近 

い所では迷やﾡや業が植我されていた。

微川町代には青格地方でも西川地方でも一部分に栄の用材林があった。雑 

木林( 新炭林) のなかのク り炭としてるﾡと して も不適当であったので切 

り残して用材に利用し, 建築物の柱や土台に使用した。栗の果実は負福源と 

しても利用された。寛政11年( 1 7 0 0年)の白丸村の差出帳に杉, 栗 な 

どを仕立てたことが記録されている。 今ロ (106 9年), われわれは150 
年ぐらい前 に建祭された当地方のﾡ家の建茶にクリ やケヤの柱を使ってあ 

%のをみる = とができる。

以上のよ う な屮実を綜合して徳川時代の青梅 ・ 西川地方の林野はつぎのよ 

5商分に利用されていたこ とがわかる。

1) 原生林(天然生林で大径木を含む•もの)

9) スギ・ヒノ *油林地(一部に切替畑(間作賞業) を含む)

9) 推木林( ﾡ炭林で2 0年生前後に主伎し崩ﾡ更新させるもの)

4) クり 用材林 . . .•

5) 刈場 ,

6) 小面ﾡの※, 緒, 染畑



V 近世 (徳川時代) の林相の変化

徳川家康によ る江戸開府 (天正18年=1500年)は存梅 ・ 西川地方の 

林災の市場条件に革命的な変化もたらした。 それ以前には林産物の市地は : 

局地的な自給自足経済か, あるいは周辺町村との間のご く 限られた 範囲の交 

易に委ねられていたと思われる。

したがって, この地方では徳川時代の初期( 1 6 0 0年頃)にはは原生林( 

大径木を含む天然生林) が大部分を占め, ついで雑木林(旗炭林)と草刈場 

がられ, スキ・ ヒノ キ造林地やク リ 用材林は極めてわずかであっ た。当時 

一般に存在していた共有地 ( 入会地 ) はその性質上, 原生林と雑木林と車刈 

場からな り たっていてかななり広い面稿にわたっていたと考えられる。 

今日のﾡ梅・ 西川林業の特徴はス* ・ ヒノキ入工林の用材林業である。e川 

時代には流送の土場を中心にしてこのスギ ・ ヒノキ人工林用材林業が展開し 

た。徳川末期の後に よ る流送の起点は秋川では五日市町戸倉の足ﾡ(大正初 

期に途中の滝をグイナマイトで爆破して十里木から筏が出るようにたった。： 

多摩川では奥多摩町 の小丹波 ( 明治時代までは場巣に流があった), 名照川 

では名栗村の上名環の名郷,高ﾡ川では飯能市の番野の山崎であった。管汶 

(木の流送)による木材輸送はもっと上流まで行なわれ, 秋川 では はス 

数馬, 多摩川では氷川 まで行なわれた。

徳川時代全体を通じて時代の経過 ととる に次第次第に原生林がす くく な 

り,雑木林(新炭林)やスギ・ ヒノキ造林地になった。雑木林や採地がス 

・ ヒノ*の造林地に転換された例も多い。 入会地(共有の原生林や木卜 

や草刈場)を分割 して各個人有地,いわゆる百姓持山にして, そこへ各日合 

スギやヒノキを造林した例もある。(例:青梅塩給村, 1777年)。入会 

地へ共同植林(分収林)した例もある(例,青梅大沢入の大滝谷)。人ト0 
に分収油林を展開した例もある( 1 84 8年青格上成木村上分)。 そのょ 

に入会地が円消にﾡ林された例もあるが, 他方, 入会地に植林してﾡ界争、、 

やそれに伴な う訴訟件を起した例 も数多くある。(例:寛水8年(1631 

年)黒沢村 ;寛文4年(1 6 0+年)御岳村:元歌3年( 1 6 9 0年) 南小 

各木村 : 形株 1 5年 (1709年) 下名栗村:享保1+年(1799年)日 

影和田村 : 元文 2年(1737年)上名栗村 : 宝 6年(1756年) 南小 

ﾡ木村;安永6年(1777年)下名栗村 :安政2年(1855年) 黒沢村) 

徳川時代の青梅 ・ 西川林業の展開史はスギ ・ ヒノ キ造林地拡大の歴史であ 

り, それは入会地への植林に伴な う数多 く の紛争にいろどられている。

このよ 5にして林地のスギ ・ ヒ ノ キ用材林化が進んだ結果,明治初期には 

現在の五日市町, 日の出村,青梅市, 仮能市の部分には原生林の姿はほとん 

どなくなり, 広葉樹は多くの場合にはﾡ炭林として仕立てられていた。これ 

らの地域では,当時すでに山林の大部分はスギ・ ヒノキ造林地と薪炭林用雑 

木林からなりたっていた。前に述べたク リ 用材林や漆や階の林地面積はわず 

.かであったと推量 される。 それと同時に部分的に入会地(ボ 刈場)が存在し

ていた。他方, 央多摩町, 檜原村, 名栗村には当ﾡ(明治初期), まだかな 

り原生林がみられ,流送 ( 管流を含むr) の可能なな谷筋の一部分にスギ ・ ヒ ノ 

*造林地があり, そして大きい部分が新炭材用雑木林であった。そして人会 

地がかな りあった。

これら各地の具体的状況については後述する。

V 明治以降現在までの青梅・ 西川地方の林相の変化

上述したように, 五日市町, ﾡ悔市, 飯能市では明治初期にすでにかなり

スド・ヒ ノ ヤ人エ林化が進んでいた。

ﾡ在飯能市の一部になっている旧東吾野村の明治84年12月31 日現在

○民布林(公林,社寺有林, 私有林の合計)の樹種別令級配置はつさのよ

5である。(当時の東吾野村役場の公文書による。この面積数値は台帳面積
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てあるかてのﾡ慣比率(%)は参るに価する。)

-、 (令級) 

(樹種)
_ ........ ........ ........... ........... ........

( 5 0年生 1
_未消)

( 5 0年生 

_以上)
(100年生

_以上)
( 計)

・ママ番ャで マ*"デ#Tﾡ w
(%)

2 6 6.町 5 0.0町 2 0. 0 3 3 0.4丁
・

1松
・・

1.0 11.0 1.4
栗 1.1 1.1

旗 木 41 6.2 410.2 545
許計 680.7 5 4.0 2 1.0 764.7 100

(杉の令級別% ) 70% 1 5 6 10 0
i
1___ _

昭和3 5年当時の東吾野(旧東香野村)の林野面積の針広別内訳はつぎワ 

とおりである。(1900年世界農林業センサスによる)

(針針樹林) ( 広 葉 樹 林 )

・ -

(人工林) (天然林)
(人工林)

(天然林)

、(面 積) 1.3 5 8町 - 903町 1.671

( %) s2%
考* • Fw一 ず 等 - ****でマママでャサデ T 季*で 季 ▼幹で*で『マ予 亭 季マ業季卒ﾡ 琴-

182%
___ ___ 1 0 0

昭和35年当時の青梅・西川林業地市の林野率, 森林面積, ならびに針葉卜 

広葉樹別森林面積はつぎの よ うである。 (109 0 年世界農林業センサ、H 
よ る )

--12-

(市 町 村) (林野率)

_ 2

で#く t発側) | 

・ 教 (人工)(天公】

( 広兼来ﾡ)

(人工林〕(天然林)

• ー.、 ..... .. . ・

(卜 
に対けする 

人

9単日

東京都梅市

町 | 町

7,008 : +,007
可

788 !
町 :

1,00 1
尚 村 804 116 ・** ! 27
小 ﾡ 木 村 . 7 8 1,172 539 — 580 —
成 木 村 , eo 1,991 ! 1.09 1 — 831

——w__ ﾡ 町 i 3 6 189 40 — 2s

注:外素樹林面ﾡと 広葉樹林面積の合計に さ ら に竹林,特殊樹株 (うるし, あべすさ, くる 

み, しげろなど), 人工林伐跡, 未立木地 を加えた もの が糅林 面積総数である。

森 林 ( 4+業樹 ) ( 広葉樹 ) ﾡ森林面積

(市 町 村) (林野率) 面 ﾡ — iてメす る

・
発 数 (人工林)(天然 (人工*) 供然休) フキーレ\/YT

9当 2
可 町 町 所 町

調布村 55 072 229. — — 43 ・ 941
吉 野 村 7 3 852 027 一 302 一 73.6
三田村 84 1,785 1.454 ・ — 200 81.5

!東京紀西多洋郡

日の出村 一 2.035 1.0 0 2 ・ — 975 40.2
平井お 4s 298 20 — — 260 8.9
大久野村 7 8 1,74 1 975 一 — 7 15 50.0

五日市町 4,17 7 2.658 一 1,39 1 63.0
増 戸 村 +7 308 7s — 216 25.3
戸合村 87 1.283 8 59 — 39+ 67. 0
小 宮 村 03 1.870 1,204 — 1 13 044
五日市町 69 71+ 516 — — 100 7 2.3

格原村 9 1 9.633 4,002 *613 +7.8
奥多U町 一 20.+40 8.41 5 315 214 10.833 41.2

古 里 村 o 2 3,673 2.0 0 5 一- — 1.300 57.0
氷 川 町 99 1 2,+ 0 0 4.012 31 5 2 1+ 6.563 30.6
小河内村 8 2 +372 1,407 ・ 一 • 2,870 82.2

玉県

銀 能 市 — o.3 53 6,181 704 0 2,3 2 0 66.1
飯他町 53 2.8 10 1,2 5 3 744 6 7 83 +45
阪 市 場 村 82 1.848 1,+31 — 802 77.4
東 番 野 村 1.67 1 1.358 — 303 61.7
百 野 村 70 3.。 16 2.138 2 0 .. 341 70.9

内県入町郡

深 村 5.520 3.008 3 3 1.8 5 3 65.5
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その役現在(和41年三1 96 9年)まての9年に針求樹ハ八上林ギ 

さらに増大している。昭和 4 9年現在の東京都の青梅林業地帯の市町村別森 

林面積と 針葉樹人工林面 Mと その比 率をあげるとつきのようである。(東京 部 

経済局林務課編 : 東京都の林菜(統計)昭和4 3年版による)

(市町村) ( 森林面称)
(針葉樹人工林而需)

・e室*季番澤 イや**w.*.........aw
(学)

青梅市 0. 9+34a 4.703 &a 7 0 %
央多町 21.281 9.07 0 4 3
五日市町 4.202 3,204 7 6
日 の出村 2.051 1.551 7 6
埼原村 9.067 5.758 0 0

明治期から大正期へかけて( と くに日鈴戦役後)急地に林ﾡ転換の進展し 

た地域と しては名栗村と五日市町戸合地区があけられ, 第。次世界大戦後( 

と く に昭和 3 0 年代に) 著しく 林和転換の進んだ地区 と してはﾡ原村があけ 

られる。各個々 の地域の具体的事情については後に辞述する。

清権 ・ 西川一帯にかけて徳川時代に江戸の木材需要 と幕府の林政(例：；; 

溶年間 (1055年頃) の西川諸流域の森林調査, 寛保 2 年(1742年) 

の幕府によ る植林令 ( 伐跡地に必ず植林する命令 ), 天明0年(17 s ・ 
の濫伐禁止と農民の造林の奨励)に刺戦されてスギ ・ ヒノキの人工造林が電 

始された。ﾡ初は名主 (例 : 名栗村名主町田栄次郎 によ る1804～1637 
年頃 の造林 ) や本百姓な どの土地 の行力者 によっ て 人工造林が実行 された。 

明治以降, 日本経済の発展と 日清日露両戦役後の好景気,第1次大戦の戦中 

戦後の好景気,大正1 9年の関東大震災による材価の商高勝, 第2次大限後( 

と く に昭和 9 5 年頃 ) の材価の高勝 どの たび にスギ ・ヒノキ のﾡ林熱が 

般大衆農民の間に浸透し, スギ ・ ヒノキ造林地が拡大されて人工造林地" 

ﾡが大した。

W 青梅・西川地方の人々の生活

消梅 ・西川林楽地荷に存在する各市町村の共通点は山岳地帯であること と 

ﾡﾡ地が少ないことである。 これけ前の (林野率) からも うかが

われる。

たとえ明治2 9年の東吾野村の統計ではﾡ家戸数8 7 0戸のうち, その 

全部が兼業農家である。具体例と して東吾野村の統計査料から明治時代の一 

般 大衆農民の生活を知る手掛りになるいくつかの数字を掲げ て 説明し たい。 

明治3 4年当時の東吾野村の樹種別面ﾡはすでに前節に示した。明治3 3年 

の同村の森林伐採統計にはつぎのよ う に示されている。

( 例 ( 目通り周囲) (本数〕

針葉樹 杉 1尺未満 2.000本

1尺以上 150本

2尺以上 100本

・尺以上 100木

4尺以上 40木

5尺以上 8本

・尺以上 5 本

松 +尺以上 70本

推 木 ﾡ 炭材 100棚

注: 1棚=6*6*3尺=108尺

明治2 5年の同村の物産表衣によれば藤3 0 0石が生産され, これは全部村 

「「「用 編物 に加工 された。( 当時は貴家のﾡ女子が各家庭で手織機を使って 

機織をし, その織物を仲買人が各拠家を個々に回って集荷し, その仲買人が 

りに した機物を風呂敷に包んで背中 に背負って飯能に出荷した由である。 )

らに同年に同村から材木1 0.00 0本が役で東京へ流送 され, 木炭4 5.00 0
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ﾡ( 1桜8貫)が馬の背によって東京と飯能町へ出荷され, 村内で木ﾡによ 

って生確された板40 0 0束が牛や馬の背につけられて領能町と高歴村へ出 

荷された。 ( この板はさらに飯能町や高面村から東京, 川越へ送られて消費 

された)。明治2 9年には同村のﾡ織物の産額けは1.8 7 6 反,木綿織物の産 

額は5 5 0反と示されている。当時は家内工業によって桐織物る細織物も生 

産されていた。明治2 5年の同村の統計では村内の牛は駄載用の牛14頭, 

馬は駄載用の馬が2 頭でIを引 く車牛も馬車馬もなかった。これは当時の道 

路が悪かったこと (河原を曲り くねった凸凹のある道が通っていた) にも原 

因があ る。

これらの事実から,明治時代の一般大衆農民の生活が主として,自給用会 

糧のほか養蚕と機繚(女子)と製炭と森林労務(伐木,運材,流送,木ﾡ, 

造林)によってなりたっていたことがわかる。 その点に関する限り, 青梅・ 

西川林楽地帯の各村とも同じような事情のもとにあった。しかし,その各業 

種の比率は村により時代によ り奥なる。

整振 とそれに伴なう機織は昭和0年の不況期を境にして 全地域的 に後過 

る。 また昭和6年頃から機線(生組生産)が機械化され, 工場生産 され 爲 へ 

う になって女子に よ る家内労働と しての機織り が行なわれな く ななった。( 昭 

和7年頃このよ うな工場(マ=ファクチャー) が東吾野だけで7軒あり, そ 

の工場の規模けは1軒の工場に機械が1 0台前後設置されていて, 1人の女工 

がみ台〜5台の機城を受持っていた。)しかし, 「婦女子 は 養蚕 や線 ﾡ や自系 

用業岡の労ﾡや夕事労働に従する」とい う伝統的な考え方は養子ぶや駅にり 

がほとんど行われなくなった今日ま で影響してお り, 婦女子 の 山林労務 占は 

青梅 ・ 西川林業地荷では造林関係でも伐出関係でも稀である。スギ ・ヒノ 

の人工造林地が拡大すると広葉樹林が減って製炭；it が少な くなり, したがっ 

て製炭労働者も減少すると いう ことは理解できるが,今日(M和4 ・年= 

1 9 00年)における製炭労務の改滅(とんど消に近い状ﾡ)に決定的 

影響を与えたのは昭和3 0年代の燃料革命( ブロパンガスや石油燃料の甘入

収

1

旗 国 を
*

町 岩
n
千 戸 8,000
貫

1.500 3 0.000 7.500

1,400 -28,000 - 7.000 •

1.3 0 0 - 26.000 ・ 0,500

1.200 24.0 0 0 - 0.000

1,100 22.000 5,500 • ・ 1
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二

ミ
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- 条園面表
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とそれに伴な う木炭やﾡ需要の減少 )である。

東 京都西多摩都木炭 生 P 量

資料の単位が貫,Kgで示されているもの、

、は4貫t=1 5Kク=1伏として換算した ノ

( 年座 2 (生 座 量 ) (ﾡ料出所) C 備 3 )

大正 2 年
岡和 7年

1 2
2 5

2 8

3 0
3 5
4 2

258.950 俵

162.191
231,022
428.000
293.000

234,200
201.000

145.185
7.900

部勢一 斑 

東京都統計書

西多摩地方事務所

//

東京都林務課

定本市史青梅よ り 

引用した

木炭生産量比較 ( 定本示史ﾡ梅によ る)

(市町村名) (昭和1 2年) (昭和 33年)

前 ﾡ(成 木) 

契多摩 古 里

* 川 

小河内

ﾡ 原

五日 市・戸 倉

小宮

日の出 (大久野)

18,800 俵

4 4. 0 0 0
00,000

53.000
130.000

3 4. 0 0 0
80.000
(記載し )

591 依

2 0. 2 5 5 
44001
1 4.4 8 6
02.913

806
047
533

備 考
/ 東京府市町村、 

\ 概観 よる /
7西多摩地方本務\ 

所調査による ノ



入 「 部 生産

221 22 283242526 27 28 20 30 31 32 3 34 35 28373830
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昭和2 0年以後の占領造地労務者(例:ジェ ンソン花地)の労務諾要や 

昭和3 0年から40年へかけての日木経済の高度生長とそれに伴なう商工契 

(具体的にけ商店, 会社, 工地など)や交通ゆ関(遺路, 自動ilt, 鉄道)の 

発迷は村内労働力の村外就職 ( たとえばずﾡや五日市から立川や新宿に通勤 

したり, 東吾野から池袋や飯能へ通ﾡしたりする例がある) や村内に建設さ 

れた工場や商社への就感 ( たとえ青柳 ・五日市・飯能) を可能にし, 今日 

(昭和44年=1 06 9 年)では これ ら の給興所得者の比率 がかなり 高く な 

っている。 それに伴って各村と も山林労務者の不足と老令化現像が目立って 

いる。

W 地域別みた造林技術の展開

§ 1 東吾野 ( 埼玉県飯能市東吾野 )

東普野では明治時代にすでに 1 0 0年生以上のスギ人工林があり (神社仏 

Mの境内木は例外として当時2 0 0年生のスギ人工林があった)。当時すで 

に林地 面積の 4 前が針葉樹人工林であった。造林 地 は 出 材 の 便利 の よい 所 に 

多かった。当地のスギ林の一部にはは1 5 0年くらい前に枝打ちを実行したﾡ 

跡がみられる。

明治時代には現在 よ り も高令の造林地が多 く, 大径木は板や建具や柄に採 

材されたが, 一般には柱に採材される材が多かった。当時久ギの伐期は40 

～50年であった。(当地のﾡ期は現在でも40〜5 0年である。昭和初期 

c80～9 5年の伐期が奨励されたことがあったがこれは実行されなかった。 

現在でも森林所有者で☆金要求に迫られた人は3 5年で伐るこ とがあるが大 

締分の人は4 0年以上のゆ期を採用している。 )林木の販売は明治時代も現 

在も立木処分で行ななわれている。 .

田 木 姿 成は明治時代には村内のﾡ家によって畑へ杉のﾡ子をﾡいて推成 さ 

れる ものや山引苗を畑で育てたものが大部分を占めていた。大正期にはは茨城 

県や静岡県で旅した苗も供給された。 大正期に赤祐病が流行し, その時に送 

城県所 の商 は赤ﾡ病 が多 か っ た。現在は飯 能の双柳の曲木業者から苗木が供 

じ ：: 札,村内でも苗木が作られている。大正末期から昭和の初期へかけて捕 

木に』る自家接前を県が指導奨励し, 自家養苗が現在 も村内の一部で行なわ 

れてい る。挿他は地元の優良林木から 採取 したり 千葉県の山武杉を移入した 

り している。

当地の山林は大部分が村内 居住 している森林所有者の所有である。

明治時代には当地の上m階級の森林所有者 (所有山林面和1 0 町以上) は 

ギ・ ヒノキ の造林地を多く 持っていて,労務者をﾡってﾡ林事業を行なっ
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ていた。このハ人なはョすでにかなり利保有(すざし, っかけ, 

り ) や枝打ちを行なっていた。

明治時代に当地の一部の大山林所布者 ( 所有山林面積］ 0 aa以上の村内 

所有者) が行って いた造林技術の概要はつぎの よ うなるのであった。

植裁木数 1 当 り2.500 木〜 9.000木。

植栽後1 〜 2 年目 忆全林について堀っがけ (「堀りかけ」ともいう) を

ﾡﾡ後。〜5年目に雪起し( 「杉起し」ともいう)を行なう。 「堀っか引 

と「雪起し」は両方とも通直な材を作るための作業である。当時は山林分 

者が村内にたく さんいて労力が充分あったので堀づかけや杉起しの作業を 

林ついて行った。 杉起しにはわらなわを使った。

植裁後 5 ～6年間は下刈りを毎年 1年に2回( 場所によっては 8 回 )実行 

その後は植栽後7〜］ 0年目まで毎年1回下刈りを実行した。 杉の苗の商 

方 によ って,生長の 良い林分 ではﾡ栽後 7〜8年日 で下刈 りを止めると

もあったが, 大部分の林地は植ﾡ後1 0年日まで下刈りを行なった。明 

代には労ﾡ力が充分あったので現在よ り も多 く下刈 り をした。 下刈りの 

と しては鎌を使った。

除伐と問伐は行わななかっ た。

桜打ちは全林について行った。しかし現在行なわれている小払い ( a I I 

打ち)は明治時代には行わなかった。 校打ちのときに打ち上ける枝 FRI 

治時代には現在よりも一般に低かった。枝打ち は林木 が】 7～2 0年生ら 

c行なった。当時は枝下髙1 8尺〜1 6 尺で校打ちを止めた人 も 力… たし, 

力枝を找してその下 ま で枚打ちした場合が多かった。当地では現在は力枝よ 

り も•高く 枝打ち しているが,明治時代には現在のよ う な高い枝打ち をサ る 人 

はごくわずかでむしろ例外的存在であった。枝打ちを突行す る時期 は劇派A 

動休止期(冬期から8月中句まで) であった。 枝打ちをした核は持ち帰っ 

燃料 にした。 ( 現在 では昭和 9 0 年代 (1000年前後 ) の燃料命 ( 軽
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の結犬・ 枚打ちの校を燃料伏することばとんどな\, 校打ちした校は村 

内忙放飲 されているC )

校打ち の用具 と してはナク ( 両刃のナタ ) とﾡ子(ムカ デﾡ子ではない普通 

の協子)が使われた。明治時代にけ銀治屋が東番野村内に9軒あって, そこ 

で良具も下刈後もナタ も ( 枝打ち用のナク も普通のナタ も) 作った。

林内施肥のこ と は明治時代 には考えたこ ともなかった。

明治時代にはは中産階級以下 (所有山林面ﾡ5〜0町以下) の人々 は雑木山を所 

行している人が多く, これらの人述はﾡ炭林(伐期1 5〜20年の広葉樹林) 

か経営していた。東吾野では明治時代にすでに原生林 ( 大径木を含んだ天然生 

)はなく, 広葉樹林はほとんどすべてが伐期1 5 〜 2 0 年の薪炭林であった。

用 商時代 に は 主伐 し た新炭林は全 部 白炭 に 製炭 された。

有 炭の主伐木は大正時代には製炭以外にﾡにも加工され, 昭和 の 戦前期 に 

はﾡに加工されるものと炭に加工されるものが5 : 5 ぐらいの比準になった。 

更 百 先 には明治期にすでに入会林野( 共 有 地)はなか? た。

明泊時代当時から当地では「雑木山よりも杉の油林地の方が有利である」と 

いう考えが 村内 造 林地 での道林 業 や伐木事業 に従事した 労務者 の経験 など を 

通じて一般村民大衆の間に溶透していた。

開治時代には森林細合も普及活動る宣伝広報活動もなかったが, すでに村内 

に成立山 ていた+ 0%の針業樹( スギ・ ヒノキ )人工林の存在がそのような教 

的効果を一般村民に与えていた。そ して中小森林所有者 ( 森林所有面積 5 〜 

6町以下の森林所布者) のなかから次第に林和転換をする人が"えて来た。当 

のﾡ転換活動がと く Kに活発に行なわれたのは明治2 0年頃と明治8 4年り

( 県述が川畑 し た時). 大正12年(N東大震災直後 ), 昭和7年( 農村更生 

豺;.一 後述一 の時) であるという。 東番男では現在(昭和+ 4年)は林ﾡ 

転務 可 嶋 地 に とんど 林林 転換を突了している。 ナでに第。次世界大戦 の戦 前 

r村内山の7割がスギ ・ ヒ ノ キ人工造林地になっていた とい う。

1 - • 大正時代には上配したよ う に一部の上州随級の森林所有者 (森林所有
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aiポ1 0 町以上の林所付者 ) は約が保可で校打を穴行していたものの 

小森休所有者を含めた村全体の森林所有者がそ う していたわけではなかった。

明治 ・大正時代の村内一般大衆の育林ﾡ想けは「スギは植林さえすれげ自然に育 

って自然に校が落ちる」といっ たもので下刈 り も除間伐も充分には行な力れ一 

いなかった。村内一般に明治・大正時代には除伐も間伐も行なわず. せいぜ 

結損木を伎る程度の間伐か行なわれていたに過ぎなかった。 ( その他損木題 

材は燃料にされた)。したがって主伐の時に材が不揃いになった。当時は圭 

(立木販先)の時に目通り周囲1尺5寸以下のるのを「歩下」と呼び, 「歩下］ 
プシク

員値が安かった。(大正時代に目り周囲 1 尺5寸以上の立木か石あたり1 円 

5 0銀〜 2 円の時に「歩下J は立木 1本が10銀であった。 )( 現在 (昭和*4 
年)では村内一般に集約な下刈り,枝打ち,間伐などの施業が行なわれている 

ので,主伐の時に材が揃っている。 具休的な例として木馬迫の材料に困ること 

さえみられる。 )

明治 ・ 大正時代に当地で除間伐が行なわれなかった理由の 1つとして, 除 

伐材 の市場 が当時の 当地になかった こ と もあげられる。当地では除依材を 

杭丸太 として販売する よ うになったのが昭和初期 ( 農村継済更生叶両- 

以後であり, 経済生計商によって木ﾡ道が普及し,N伐材の共同販売( 

を突行した時以後である。長さ3間以上の足場地丸太を「長杉」と呼んでi

分段階で商品化する よ う cなっ たのは当地では第 2 次世界大戦の終戦後で現 

東吾野では明治時代に疎植が行われ, 0*0凡, 0*7尺. ・*8凡

形ﾡ救が主と して行われた。いいかえれば当時 は取 当 り 3.。 0 0木 以下 C 
して除間伐を •せず,主伐材ﾡを多 くする施業が一般に行なわれた。

このような状態で経進して来た東吾野の一般的林業事情に革命 的なな殺 

たらした %のが四和 6 年 の が村恐荒を 契機 に展 I 卅 された経済更生計画で 

当地Kにそのための経済更生委員会が創設されたのか昭和7年1 2月11 
の委員会のなかにいくつかの小委員会(教養部, 生活改番部, 林業部, 

養蚕部など)が作られた。当時の林業部は後に当地の村長になったﾡ 

氏であっズ。昭和 7 年当時の当地の村長は浅見保太郎氏,助役は石田弥重郎氏 

であった。浅見氏 も石田氏も落合氏も当地の有力な森林所有者で林業問題と く 

に当村の林業の発展と振興には側心が深かった。当時の林業部には委員1 0,名

選ばれ, この10人が区域を分して村内の山林を見廻った。 この10人の 

委日になった人選は若干生活に余裕のある人々 ではあったが無報酬,手弁当で 

今日の概念でいう 普 及活動 に熱心kに従 加 し た。

当時の当地の村役場の公文書縦済更生計画配録からおもな林業関係事項を拾 

い出してみるとつぎのよう なな記事があけられる。

・ 村ﾡと林道( =木馬道) の改修と延長,(教農事業を以て改移工事をなし, 

失業者を救済し, 物済の搬出入を円滑にした。)

2 林木品種の改良と苗の自給自足

(村内に母樹を遺定して種子を採収した。 杉挿木苗を養成した。 村内で 

の杉挿木苗の採苗と千葉県山武からの挿木苗の移入 )

・植林管理

(山林巡視,枝打ち,間校を励行させた)

4 推木林ﾡ理

(下刈り,朝芽整理などの指導奨励)

5 .林産加工

(路丸太製造,ﾡ新梨造)

・ 空地荒地利用

(唯ﾡ培, の増殖, 栗のﾡ培)

7 間伐木の処分

(稲祭太の共同販売, 共同出荷—— 筆者 注 :小型の貨物自動に堀架 

九大* nんで平地農村のR会へ持っていっ て販売 した )

a 村有林管ﾡ(ﾡ林)

り 江"、 M:,平 会,商木品評会
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................ '

i1. 林(分収池林)

12. 炭条構炎 

13. 竹 工 組 合

14.許演会(昭和8年一歯部一郎氏, 昭和 9 年—— 本多静六氏) 

当時行なわれたこれらの行の うち, その後今日 までの東吾好の林業の展四日 

大きい影晉 を与えた のはと く I 1. ( 木ﾡ道の証長), 3( ﾡ林神ﾡ-山株 

巡視, 校打,間伐) , 7 (旳伐木 •の販売 ),9( ﾡ林地品評会 )と14( 請 

会)である。

まず一投村民大衆 を集めて村内 の後氏 林地 を 見学 さ せ,集約な お,;ニ 対 す 

る党醒を うながし(9, さらに村の林業指導者述が受持区域を定めて具体的に山 

林巡視をし, 校打ちや川伎の指導をしたこと(3が村全休の造林抜術の向上と ■ 

及に大きい効果をあげた。失業対係事業と して行なった木馬迫の延長(1は除は 

間伐木の有利な共同販売(7)な可能に した。こ の時作 られた木馬道の う ちの何本 

かはその後さらに拡 何拡長工 をされて今日 (昭 和 + 4 年現在 ) , 自動の 迫 

る林道や村道にっている (例: 虎秀)。除伐材や間伐材が有利に処分できる 

よ う になったので除伐や間伐が積極的に行なわれ,林相が改ﾡされた。昭用、 

～9年当時, スギ の間伐材の未 ロ 1寸のるのが1本1 銀～ I 彼 5ﾡでれる こ 

うになったという。

村の指導者の 1人でま った落合清作氏 ( 当時の林業部長)は当時村の役場地か、 

ら 発行 されて いた月刊誌 r 更生 月 報/3 (昭和 1 1 年 ・J15日号)」に-っ さ 

のよう な論文を書いている。こ の文は当時の林業技術を具体的に示していそ 

(下刈り その他の手入れ)

植付が出米まして翌年または翌々年位に「堀りかけ」 をいたします。ﾡ 

かけの目的は木を真にすること, 根をゆるめて成長を良く するのであり ま 

して, その効果はにﾡなものであります。

植我後 3 年 目に必らず「杉お こし」 *することにい、たして居ります。 \
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ように思われますが, ここがも大切な時でありまして油断すると 「ちよう 

な首」といっ <根元の 曲り木が出※るの です。 です から3年目上り5〜6年 

位までけはﾡに注意して「杉おこし」 を怠らないようにいたします。

下航刈り も植付後3～+年間は柿々実行しなければな り ません。 そして第 

1回刈 り はぜひ春衣の上媒 M (筆者注:0月15日頃より前 —— 6月10日 

頃が当地では下刈りの適期である ) に行なわなければなり ません。肥味の場 

圻 cありては 年9 回, +～5年後に は 年 2 回 づっの 生刈(筆者注: = 下刈 り ) 

は必ず実行 しなければな り ま せん。草 の根はな る べ く 低く刈らなければな ら 

ないが刈ったは木と木の間に縦に捨ててくのが宜しいと思います。師木 

の上 には絶対 cおかなないことといたします。

大林業家にありては生刈り ( =下刈り —— T者注) は受販渡しの制度(脚 

注)によって行な う ものがあり ますが, 能の上から非常に得策の上 うであ 

ク すがとれはﾡ放的作楽であり ま して 優良な再級材を作らん とする集約的 

な林には不速当Kにて採用ナべからざることであり *す。粗放なる草刈り I 

依ってI々 2 級木 3級木 を 作る原因 となるもの であ ります から十二分の注意 

を 要する のであります。 末の1八より元の1尺ということ と常に念頭にさ 

tして油林をいたしたいのです。狭蚕飼育 に於いては稚旗飼奏を展 も大切に 

して ト二分の注.はを怠り ません。確ﾡﾡ育の如何によつて作ﾡが決定される 

という ことですが宜なるかな, 山林に於てはﾡ付後5～6年までの期間が稚

* **〜 ------ --= ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------

( 者脚注 )

受取り渡しの制度→前負制で苗木1本につさいく らで3 0 0本( 1反) につき何円と契約 

して作楽を行な うもの。当地では明治時代にる那在も清負に よ る下刈り作業は比赦的少な く, 

"一 在である。( 面依の 0 制は日当形式に よる哲営作業で行なわれている )請負形式に よ る 

下メワの利点はートタイムでる作業できる点と, 労務者が長時同作業をして功程を上げ,1 
日当りの貨金報酬をめる こ とがでさ る点にある といわれている。
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振銅育と同様なる時代であ り ま して造林の秘鉄はここ てあり と思います。ま 

ず山株 も この稚委飼育の管理の如何に よ り作柄が決定せら るるのでありますか 

からこの時において売全なる油林の基礎を造るこ と に努力しなけれげならな 

いと思います。

( 校打と問伎)

0～7年となり ますと根離しといって第1 回の枝打 をいたします。校けは高 

に四方に平に保 つ様 に 心掛け るのです。初年においてけは殊に 下方に出 た枝| よ 

打ちと って木の垂直を保つ よ う しなけれな り ません。

1 0年くらいとなるとボッボッ 枯枝が できま すので此 の期 I間 には0〜7 凡よ

り 1 丈位の麴さ に枝を打ち上げます。

この後においては1 4〜1 5年か遅れても1 o〜1 7年となれげ第3同日 

の枝打ちを致します。 1 つ山でも成長が述いますので一定にけは参りませんか 

ら適当の時期に於て便宜校打ちを行 う ことが肝ﾡであり ます。校打作業さ 

実に大切な事で技術を要するのであ り ます。ﾡ丸太等高級品を産出するに 

は殊に枝打に技術を更するので今後大いに研究すべきこ とであり ます。

(中 略)

私共では伐期30年( 保持できるや否や) を目標にし て造林してお りますo 

で間伐は少々 強度に行って配ります。(中村注: この伐期は前記したにuとR 
なるが突際は前記したよ う な状態 であった よ うである。)

まず1 8年生となった頃曲り木や将来見込のい不良木は降ゆいた 

します。 そして1 0～1 7年生からはﾡ強度Kに順次間伐を行して居りま寸。 

伐期 9 0年とななりますと 通例確付本数の +～5判 を間伐す ることとなりま→。 

間伐は林木の生存競争を級和し, 材積をます唯一の方法で独林上球に大のな 

作業 であ り ます。

以上述べた事柄け何 も事新しいこ と ではあり せんので皆林 ※家諾氏"吉 

承知 のこ とでありますが,要は実行の如何 であります。(後略)

さらに昭和11年4月 1 5日に 発行 された「更生月 報/ 4」忆 は林 終 部の座献、 

の記がみられ, そのなかて「ﾡ付は6*7八」ということが書いてある。 

当時の東呑野の造林技術を以上の記録からﾡ約するとつぎのよ う になる。 

ﾡ付は 6尺* 7尺で1 町当 り2,000 本植。

植付の翌年 ( または翌々年 )に「堀り かけ」を行い, 植付後 3 年目〜 6 年目 

に杉おこ し をする。下刈 り は植付後 5年目ま で毎年 2 回〜3回刈 り をする。 

校打ちは第1回目をﾡ付後6〜7年目に行い, 第9回目はﾡ付後1 0年目に 

校下高1 丈位まで行う。第3回目は1 4〜1 7年目に行う。除伐はﾡ付後12 

8年目に行う。間伐は植付後 16～17年目 以降行 う。

とのょ うして明治 ・ 大正時代には一部の大山林所有者の間にだけ行われてい 

た造林技術が昭和初期に村全体( 当時の束吾野村 = 今日の東吾野の全体)に普 

及して, 今日の東吾野の林業ができた。

植 我本数について補足するな らばその後,昭和 3 0年頃には植付木数は6尺 

* 6 尺植 ( =ムa当 り3.。 0 0本植) が普通に行われ, 一部の大森林所有者の間で

5尺* 6 尺ﾡ (=&2当り3.50 0木格 ), +.5尺*6 尺植 ( =当り4,00 0本

前)が実行された。 その後昭和40年前後に称植が契励され, 140当り4.000 

木る5,。 o 0本 も植えられた時期が あっ た。初 当 り4500本(坪15本) 以上:植 

えた場所で近年(昭和4 3年～44年) 雪宮が多く 出た。そのよ うなな継験を経 

て現在(昭和4 4年) では1 io当 り4000本ﾡが当地では最適植栽本数だと さ 

れている。

きいごに現在 (昭和4 4年) に東吾野で実行されているスギの造林技循の概 

愛を紹介して おきたい。

(地 締 え)

前生林がスギ林の場合は主伐直前に化粧刈り をする。 (問伐直前には化粧 

川りはしない)。 + 0年生で主伐する時にはﾡの状況によ り 14c当 り +人～12 

人工を化粧刈 り Kに要する。 化粧刈 り は本來立木処分の際の主伐材の材秋 や材質 

ス二定を容易にし, 主伎作業を安全かつ客易にするための作来であるが, これ 

厂1：. て主伐木以外の雑木や雄事が頂り払われる結果, 後継林分に対する地抑
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え作釆の一解分をも兼ねることになる。主伐後,杉や雑木の校を片つけるの3
「整理ﾡ」 を更する。 (過去にはこれらは燃料として採取された)。問ﾡ林の 

地合には植ﾡ作業の一部としてこの整理作業か行なわれること もある。(そo 
場合にはこの整理費が植ぼ質に含められる。)

林種 転換造林の場合でﾡ木を梨炭や新に販売できないような時 に 地 並え作費 

に1町当り50 人工 も か ・ることかある。

( 以)

植付本数は上記の よ う にic当 り +.。 0 0本植でﾡ付の工程は 1日1人200〜

1 50本で丁祭 に植え る。人 よっては 請負 形式で 1 日に1人で9 0 0木も 

えるととがあるがこのよ う な場合には枯担率が高く, 一般には行われていない。

補栽時期は9〜4月 (春ﾡえ)が一般的であるが, 労務事情ななとのためにﾡ 

え残した林分が生じた場合にはは 5月末〜6 月上句(梅開期) に も植栽 される。 

植栽を丁寧に行 うので苗木の活着が よ く 補格を と ん と行わない場合 も多い。 

捕ﾡを行う時も検付本数の 1 0 る以下である。

植栽 を行う 道.具 (祭)と してはッルへ ンの附いた唐ﾡ(ハジッル)が多く催 

われている。

(堀りかけ)

横栽の翌年 生 たは我々 年 に堀 り かけを行な う。

ﾡりかけとは苗木の 上斜 面約+ 0 an の部分をけずり取って曲木 の下 品新画へ 

そ の 土 を置いて上 から踏み固める 作災 であ る。

土
を
盛
る

これによ ー て苗木が通的: に丈夫に有つ。堀 りかけは 1 "4ヨ り 2 0人上をベす 

る。この作ﾡは過去(昭和1 0〜+ 0年頃) には広範に実行されたが, さいき 

んは務者不足のために一部分にしか実行されていない。堀 り かけの作業には 

詳通のﾡ殿が使われている。

発りかけと同じょう に苗木を通直に育てる効果をもつ作業として, 幅3〜5

1. • 1 m前後のモ ウ ソ ウケを割ったものを苗木 

に活えて押す人もある。 この場合には竹をさナ 

けで土を堀ることもななく, 竹と苗をしばるこ

ともなく,作業か簡侵である。しかし この作業 

り行されているのは一部分の山林に過きない。

( 起 し)

•ルシ受けた林分 では雪起し ( 杉起しと %い う

n分で行うことが多いが, 害害の状況によ っては】. 0年生の林分でも2 0

生の林分でも行うことがある。 雪起しの作契は3〜+月頃行われる。否起し 

t18香ﾡ～890番線の針金またはチープブが使用される。若起しの時忆被害 

かじこす道具として,幼令林では太い針金の先を曲げた ものが使われ,10 
生以上の 株分に対しては 特 殊 な 人力 式揚巻 機 が使 われる。

(「刈 り)

下刈りは苗木を格救し た年には I 回だけ行う。普通は1 日に 1 人が曲木+00

*「刈りする ( 1町歩1 0人工)。

ﾡ後2 〜 6 年は4に 2回(0月と8月)下刈りを行う。こ の場合には 1 回 

1人が1 日 に曲木 + 0 0.木を下刈 り す る。植栽後 8〜4 年は苗が小 さく 草 

きく, 多い。ﾡ栽後5年目ぐらいになると商木が大きくなって校が茂り,

草が小さくなる。 下刈り作業にあたっては5年間( または0年間) 2 
りをするこ と を林分毎 に個々 の労務者と契約 (書面は使わず,ロ約束す る )

そ き, 毎 年1 回下刈 りが終るごと金支払いをする。

ぬ後 6 年日 c は下刈 り を年 1 回する。ﾡ域後 7～10 年目は年Kに1回また
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は2年に 1回下刈りを行う。谷でスギのよ く育つと ころでは植規後0年で「 

刈りなやめる。尾根筋のスギの育ちの悪いところでは植ﾡ後1 0年まで下刈り 

*行う。 大部分のところはﾡ求後7〜8年生で下刈りをやめる。(一般には林 

の う っべいが完了するのがﾡﾡ後 7 ～8年日である )。

いまあげた下刈終了年度の基的は前述した明治期の単よ り も 1～8年短い 

が, これには植ﾡ本数の変化(明治期は1町当り2.500～3.000木格, 現在 

4.000木植) と労務事情の変化( 明治期山林労務が豊富であ たか,現在 

山林務者がす くない)が影容していると考えられる。

下刈 り の道具には下刈 り 鎌をつかう。さいきん( 昭和 4 4 年) に一部の株 

分で除草剤も使用されている。

(夜 打ち)

第1回校打ち( 「小払い」 「根払い」と呼ばれている)はﾡ裁後6～7年 

に行う。この時に 枝下高 3～4尺主 で打 つ。第1回の枚打ち は 】 町当 り : 。 

人工を要する。

第。回校打ちは植裁後17〜20年目に行う。この時, 枝下高20尺きで代 

を打つ。第 1 回 の間戊(後述)が こ の頃 ( ﾡ栽後 1 7～9 0年目) c行われ 2 

ので,第1回間伐直後K第2回目の枝打ちをする。枝打ちは全林について同 

が 間 伐直 後であるの で本数 は 1 ta 当 り2.50 0本前後 である。第2 回枝打 ちの 

程は 1 日に1人で+ 0 本〜 5 0 木行 う。(人によってはいま述べた第］ 回状 

ちと第2 回校打 ち(20尺) の間 で枝打ちを %っと 集約 c回数多 く f i'ない, 

と えば第 2 同 目 の枝打ち を I 0 年生で行ってその時 に地上から 5〜6尺で 

打ちし, 第3回枝打ちを1 0～18尺まで行ない, ﾡ+回枝打ちで80尺キ 

校打ちすると と もある。 )

第3回日の枚打ちを植栽後1 7～2 0年目に校下高2 0八行った場合の調 

回枝打ちは実行する林分もしない林分もある。実行する林分では3 0年生目 

で実行する。 s 0年以上の長伐期を採用している場合にけこの第。回校江 

地上 3 0尺ぐらいまで校を打つ。伐期9 5年ぐらいの場合には校打ら状下
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2 0八の枝打ちで打切り, 8 0尺の枝打ちはしない。枝打ちは普通は3 0尺ま 

ででとめている。 たゞ し特殊な良材( たとえば桁丸太など) を生産目標とする 

合や保木の場合に, その木に限り校下商高1 0以上る枝打ちをするこどが 

あるが, このような場地合は例外である。

第8回枝打ち( 3 0年生前後に校下高53.0尺まで打つ校打ち)は特殊技術であ 

るので日当が高い。昭和 4 4 年春現在, 造林労ﾡは普通の場合(ﾡ栽, 下刈, 

第1回校打ち, 第2回枝打ちなどのとさ)1人1日1800円であるが, 第3 

回校打ち( 3 0年生で枝下高 3 0尺まで打つ枝打ち) の場合には 1 人 1 日2.200 

～2.500円である。第3回枝打ち( 9 0年生の校打ち) の作染工程は1人1 日 

8 0 本前後である。

技 打ち の道具 は 梯子 と 両刃 の ナタ で ある。その 梯子 は ムカデ 梯子 ではなく普 

加の梯子を使う。

当 地だけ でな く,青海林業 地帯 と 西川 林業地帯 では全般的にム カデﾡ子(支 

え る木が 1 本のﾡ子 )は使われていない。梯子. の長さは枝下). 尺が理想的と さ 

nれている。ナタ は当地 では在来 の土地 のナタ と土佐の ナタ と北山(京都) のナ 

ク が使われている。 もっとも多 く ｛更われているのは在来の土地のナタ である。

士佐ナタ や北山ナク は産地から と り 寄せるが, 在来 の土地 のナク は現在は地元 

c般合ﾡがないので飯能や岐の鍛治尻に作らせている。枝打作 翼 の大切な 要 

来 ナタをよ く延ぐこ と ( よ く切れるナタ を使 うこと) である。

当地のナクは8種ﾡあり, 枝打ち用のナク ( =両刃のもの) と見巡りやつる切 

り用のナ ( =片刃 ) と地抗えや炭焼きの時に使うナタ ( =片刃) はそれぞれ 

別の形をしている。
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校打わなした林分では雪省かすくない。 枝打ち 間伐 の手遅れ 林分 に 雪 が

(77

( の説明) 枝打用 ナク の大きさ ( 在来タ)

多く発生する傾向がある。

さいきん(昭和4 +年現在)成木施肥と枝打ちを細み合わせて実行している 

人もいる。こ の場地合, 自 宅 に近いﾡせた 林地で枝打 ち *実行す る 時に 肥料 を背 

負って行って肥料を撤いてから枝打ちをしている。肥料を撤い、て校打ちした林 

分は校打後の校の巻込みが早く, 生長もよい。

校打ちの テクニックは原則として, *ず校の下から1～2回打ち,つぎに

枚の上方から 1〜2回打って帝とす。

上から枝を打って落すこと 多い。

しかしよく切れるナクで1回て1打ら

枝打ちの順序

細い核の枝 

打ち個所

太い枝の校 

打ち個所

枝打ちの時に,細い枝は根元から打ち落とすが,太い枝は枝の座を残すよ； 

する。こ れは校打ち後の切 り ロ の巻き込みを早くするためである。

枝打 ち作業 の時期は冬期 (10月 ～翌年 3 月 ) であ る。こ nれは樹液の 

である夏期に枝打ちをすると樹皮が剝がれ易いことと,労的配分上,ド" 

伐木 で忙がしい夏期 よ り %冬期の方が行利であることによる。ﾡ期I後羽 

すると切ロ に 雑茵がついて腐れ が入 る おそれ もある。

伐)

除は 1 2 〜 1 6年生 (植付後 18〜15 年目 )で行な う。曲り 木,風害木 

(A例木, A木), 管害木, 病書木(たとえば赤枯病), 枯損木などの不良 

材をしリり捨てる作業が除伐であり,一定の基準はない。切り捨てられた材のう 

ら, 0尺の材が採材できるものは稲架の足の丸太に利用する。優良林分では, 

間伐木が販売可能になるまで待つという考えから除伐をしないこ と もある。

(間伐と主伐)

第1回間伐はﾡ付後1 o～1 7年日に行ない, 間戊木は足場丸太に利用する。 

二 つ時の間伐材の大さけは目通 り 直径 2 寸 5 分〜 3 寸 (+00 0本植えの時 ) であ 

る。開伐市は木数 で 1 割 5 分前後 ( 1割〜 2 創 5 分 ) であ る。

第8回川伐は植栽後2 0〜2 5年目に行なう。この時の間伐率は本数で1割 

前後である 第 ・ 回間伐と第2回間伐の目的は保府間伐で不良材を間伐して主 

木に直材を残すようKする。 第2回間伐の間伐材の目通り直径は3寸〜3寸 

s 分で間伐材は足 地丸大や も や角 c利用 される。

邪9回間伐はあまり突行しない。突行するとすれ3 0年生前後で行なう。

の第9 回 間伐は利用間伐 で, 柱材な ど を 注文 された時 Kに注文に応 じ て適寸 の 

材を伐る。この時には不良木だけでなく, 良材る伐する。

ゆけは脱述したように4 0年生以後K行われることが多いが, 資金の必要に 

られた 林所者( 束吾野では農民が多い)が 3 0年生で主伐し よ う とすれ 

40年でも主伐可能である。しかしそのよ う な必農忆せまられない限り,

にI 主伐は 40年 で行 われる。 そして経済的に余裕のある人はるっと長い
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い戊期を採用している。この場合, 林分の材積は培える が石当 り 単価は現在の 

市況のもとではあまり増えない。このような時,稀に植栽後40年目Kに第4回 

間伐を行なう。この第4回間伐も第3回間伐と同じようﾡ領で問伐する。こ 

の第4回間伐では4 0 尺〜 5 0八の劇伐材が採材される。 また+ 0年生で主伐 

するときに, 優良材を保残木( 「立て木」と通称している)に残す施ﾡ(保ﾡ 

木施業)も実行されている。さいきん, この保残木( 「立て木」と通称してい 

る ) のなかか、ら風害木が多 く出て問畑になっている。

4 0年生で主伐する時, 主伐木数(伐期木数)はんα当り2.000〜1500本で 

植栽本数の約 50% であ る。4 0 年生の主伐木の目通 り直径は平均 7寸で力 る。

4 0年生以上7 0〜8 0年生のスギ林からはスギ桁丸太(未口直径7〜8寸 

で長さ 70尺) が注文材と して生産 される。このょ う な桁丸太は極めて居值で 

現在(昭和+4年), 立木で石当り 1万円(普通一般材の立木取引価格の3体) 

もする。桁丸太は3木〜5本という単位で「立木1本何円」というふう；【盛中 

きされる。そのっと注文 に応じ て 適当 な立木 なんそ 間じ的 に収渡す る。

注文材としては, そのかに3寸5分～+寸の柱(長さ10尺, 13凡 

尺)が採材可能なヒノキがある。現在, ヒノキの石当り立木げ格はスギの2～8倍で»る

これら の注文材 の ほ かは, 現在 の東番野では スギの 中丸太が主産 物でおる。

東吾好の販売形式は立木処分が多い。しかし一部忆はチェーンソ や小M&

( ・〜7P) を使って 自家生産する人 も いる。

昭和 3 5 年頃 ま では 能の材業者が 立木 を 直接 買い に 来て,その 人に 立 

処分をした。現在( 昭和44年) は地元 の素材業者 が材を 買って 仮位 — 

場 (飯能には県森勲の木材市場と, そのはかに市売り会社が。軒ある レ、出. 

し, その木材市場から飯能の製材業者が原木を購入している。この木材 

構の変化は伐木労務者の不足に原因 している。伐木労務者が不足して過治n 
式が別体 して図和3 5 年ﾡから 新しい様式が生 まれた。

東吾野の森林細合はﾡ時中(昭和1 8年)以米, 地元の立木*買付け 

事業をしている。

森林ﾡ合の製品は周辺地域( =ﾡ京郊外) の大工に販売されている。 

森林組令のﾡ材事業は地元の林楽のﾡﾡに大きい役割 りを果している。 

かに東番野には製材工場が 12ある。
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S2. 原市場(埼玉県飯能市原市場)

原市場地ではすでに明治時代に山林面稿の約 50%がスギ・ヒノ キの造林地で 

ゆ 50 %が広葉樹ﾡ炭林であった。明治時代の針葉樹林は高令木(50〜。o

生) が現在: り 多かっ た。当時の伐期は平均 40～50 年であっ た。明治時 

代にけ当地の広葉樹林は全部伐期 2 0年前後のﾡ炭林 ( 確大山 )で原生林 (大径 

* の 混 ～ た 天然生林 ) は なか～ た。明治町 代 当 時 から当地 は伐 採木 や製品 の 搬 

出が客易であへたので広ﾡﾡﾡ炭林の伐採木はすべてﾡに商品化された。 ( 当 

地では当時から製炭を行なっていななかっ た。ﾡを作って売って炭を買ったのが 

当 時 の 当地 の実情 である。これに反して奥央地の名果や番野ではﾡ出を客易にす 

るために当時は広葉樹林の製炭が感んであった。) 当時 の城市場 では自京用.燃 

料け 広共樹林から自給自足され た か,枝打ち を したスギ の枝 も 燃料 に使用さ 

nれた。 徳川 時代に は原市場 に も 茅場(屋根原料 の採草地)があった がそこ 

は明治時 代 Ic 油林 された。明治 大正 時代 に は 下刈 した は を 堆 肥 に し て 肥料 に 使 

～ ハ 当町の当地の生活はﾡ不を中心に して営まれてい、た。

地(原市場) の外共樹 (スギ・ヒノキ) の造林地 の一部では明治大正時代 

から(現在 も )間 (劣勢木を 仅 る 保育間 性 ——北時に 珊度 の网伐を 5〜6年 

に1度行ない, 主伐時( 30～3 5年生で主伐する ) にﾡ木の本数の0～7 

剤が残る)を行なっている。明治大正時代には間伐を夏ﾡに央行し, 間伐木は制以して9月士で 

林内! 二コいた。そうする と材が軽く なって運搬上,僕和であった。

明治大正叫代に 原市場の一商 <行 われ ていた枝打ちは 植 栽修 8〜" 4に小払 

い( 第1 回校打ち) を行い, 第］ 回校打ちのﾡに生不良な木の除伐る行へた。 

15年生で御2回桜打ちを行い, 21〜22年生で第9回校打, 2 …2 5年 

生で 4 '： ト ク打ち な行iな っ た。枝 打 ち の時 の核 下 盛 は第 2 回枝 打(15 年生 ) 

のmに1 X 尺( 8W) を禅とした。当時の枝打ちの要領は「生の良い木は 

力岐を六とし,生長の迎い木は力枝を残し」そして林分全体の生長を揃える よ 

外二努力した。
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明治大正時代の下刈り は植殺後 6年間は年2回実行し, その役3年は年1 
回実行した。下刈 り には下刈継 を 使 っ た ( 当時 も 現 在 も 使って いる)。下刈 り 

が終る と (つまり, 林分が う っべいし て林内に雑ﾡが生えな くなると)小ムい 

(徳 1 回枝打ち) を行なっ た。

枝打の用具は問治大正時代も現在(昭和++年) もﾡ子と片 刃の枝打用ナタ 

を使っている。このナタは当地の伝統的な枝打用ナタで土地の鍛冶/で現在t 

作られている。明治時代のナタは刃が長く(刃の.長さ〕5.7cm)重かった( 

1120xr)。現在 ( 昭和 44年)の ナクは刃がやや短か く(刃の長さ】 3 5 

o), ﾡい( 800gr)。 枝打ちの技術を売全にマスターするのに 8年かかる。

校打用 の ナタ と 見 巡り やつ る切りの 時に 使うナタ はは別の形 を してい る, レ " 

り, つる切り用のナタは刃の長さは1 5.5cmであるがﾡが枝打用のナタよワ も 

はるかに狭く, 柄も短かく軽い。

校打ち の残領けは片刃のナタを使って下から枝の大さの+分 を打 ち,そ のつ ' 

に上から ・分を打って校をす。

も 行われている。 . •. ;

・ 現在, ( mTn4 t年) スギ の枝打ちはﾡ s回(21-22 年生 ) ま で行い, 

ヒノキ は第4 回まで(兵さ?m の材 を2木とるようにする)行うよう な枝打 ち 

が当地の一部で実行されている。 つまり 当地 ( 原市場 ) の一部分でば明治時代 

の方が現在よ り も林い校打ちを した。 ・

原 市 地 o 部分 では上記 したk うな非 常 に 強い枝打 ち(枝下 商5 の 高い枝打ち) 
。 「・ ・

が行われているが, 原市場全体に ついて観察すると一般に*吾灯 / りも枝下高バ

が低い。 :、

原市 判 では現 在 (昭 和4 4年), 林稲 転換 可能な林 地は ほとんど全 部林稲 転

■ レ完了していて, スギ ・ ヒノキが植えられている。いわゆる逃地適木主か 

とく守られ,山股の下にはスギが多く,上は ヒノキが多く, その中スギと 

ヒ ノキが提ﾡされている。

現在(W和44年), 当地のスギの伐期は35年町後である。 ヒノキは^0 
前 の伐期が採用されている場合もあろ

植栽 間隔は明治大正時代 も 現代 る坪1木燃え(=。

x 6 八ﾡ= 1 &a当 り8000 本植え ) が共世と されて

いるが現在5尺* 6 八ﾡえ ( 1i0当り300 0木ﾡえ )
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§ 3- 吾野 ( 玉県阪能市者野 )

明治時代の徳に 工る高紙川の流送の起点は山め ( 吾野村の中央部) cあ2 
面 施’血流域 と 山话 附近 は 当時 東香野を通って飯能と物済の文 流が あ ー たと 

ら る。

吾野 村には 西暦 9 1 14に開来されたという子の権ﾡ(天台示)があ 

子 の権現 の 表 参道 は 德川 時 代にけは上中沢・下中沢を通～て 原 市場 から 我じ 

ずる谷筋の海であり, そしてそのﾡ中には人家が点在していた。この有我 

ﾡでは原市場を通じて飯使と物ﾡの交流が行ななわれていた。

明治時代以前にけは吾野村の柏木や北川や坂元 (いわば吾野付の北半分) 

外との物の交流は, 東吾野へ通ずる谷ﾡﾡに ょらずにもっらブナ的を 

て大捫,平,(現在の都幾川村), 越生方面と行われていた。

これらの実が明治 時 代 の 吾野 村 の 林 ﾡ に 本質的な 影響 を 与えている。 

り,高岡川添いの木材流送の可能な谷筋(例：山崎,市心)とチの肝整の 

消筋にあたる部分 (例 : 中沢), (いわば吾野村の南半分)は明治時代に 

に 山 林 面精 の約 5 7にスギやヒノキがﾡ求されており, 当時 の ﾡ香野や原 

とじょうな状御にあり, 小林技術 も 類似 してい た。

吾野 に関する ﾡ 誠を進かるにあたって, まずこの南 半 分 の 部 分 kついて, 

沢 Iに 関す る 調 在結 巣 を 縦 告し, つ aに 北半分の部分につい、て北川 における1 

結果を報行したい。

中沢でに伐期は明治人正時代る現在る 40〜F 0年で中沢にけはでにi 

年に水力 製!材 所 があり, 明治 8 0 年当 時 す で に 高令の人 工油林 地 が あへた 

川時代と明治大正時 代 に は 原 市 場 や 販 能 へ 荷 fit (大 八川 や馬)で出材U 

明 治 時 代 の 製材 製品は板や貫で 角 材 ( 簡 向 にk～た。板 や が製 製 品 で 

たのけ当時丸舗に 上 る作 楽が手換に よ る作 楽より も能率的 であ～ たか ら 

ﾡ(付木故は坪1本( 1町当り3000木〜4000木)かた世とされ, F 

ﾡ求後5～6年間け年2回行い, その後, 2～8年の間年1同行な
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は3回行ない, 枯担木をじるﾡ度の羽度間伐が5〜6年に1回行われた。(12

〜 1 3 年生田除伐( 捨て切り)を行い,第1 回川伐は 17〜1 8年生頃行へた。

こ力 らの作※は原則的には明治大正町代もﾡ在る変へていない。ﾡ在(即和 

44年), 枝打ちは 1 2 年田 ま でに小払い ( 第1 回枝打 ち ) を行い (小払いの 

工ﾡけは1人1日300木である。 ), 18年生頃尺〜10尺のﾡ子を使って 

ﾡ下高+mまで枝打ち( 第2回枝打ち) する。(第 2回枝打ちの工ﾡけは ) 人］ 

日150本である)。第A 回校打ちとヶ 2 回枝打ちは全林について行なうが, 

労機力に ( 労務調遊の面 で)余裕のある限り, もう1度第9 回の枝打ち( + 

以上の枝打ちで第3回枝打ち の工程は1人1 日1 5 0 木で ある)を す 

る。 しかし現災には第3 回枝打ちは実行しないこ とが多い。将米, 林分ガ 

務者 の不足が深刻化すれ ば 1玉( 18尺) 分だけ枝打ちを実行するのが神々の 

ことになる と崎されている。

下 刈 り の 消具 としては明治大正時代から第二次 世 界 大戦 の 終戦 直後 まで に 小 

さい鎌が使われたが現在(昭和4 44)はW和3 0年頃から大きいﾡが使われ 

ている。 枚打ちの遺具は両力のナタで, こかは明治大正時代も現在も変ってい 

ない。 =nれらの作*用具は昭和初期( 第。次大戦の酸前までは地元(中沢)に 

鍛る屋があハて,そこで作ったが,現在は飯能の鍛冶屋で作る。間治時代の神 

相は山腹の下から 中腹までスギ ・ ヒ ノキが造林されていて中ﾡから甲根筋へか 

けては雑木林(寿炭林)であ～た。娘, 在は山腹の全体にかけて, つまり沢締か 

ら屋根筋の近 くまでスギ・ ヒノ キが林されている。

明治時代末期〜大正時代に 前生林のスギ ・ ヒ ノ キ造林地 ( 当時山腹斜 「 

半分の谷筋添いの部分に成立 していたるの) を伐採する時同時に その 上斜面" 

年木林も 伐採 して,当時のスギ・ ヒノキ伐跡地 と一緒に 雑木林の伐跡地ヘ ミ" 

ギやヒ ノキを構えるというﾡにし て林和転 換が行 わ れ, 消 林地画 ﾡ が拡大 さ れ' 

た。 そのさいスギは谷に近い土地の肥沢な部分から中服へかけてM殺し,ヒ 

キけは尾根筋に近い所へﾡえた。

当地では徳川時代から昭和 の暇後 ま で谷筋の肥な林地に スギ・ヒノキ 

採後, サトイモ・サツマイモ・ダイズ・アズキな どを間作 した。こ のI間作地に 

になにも行ないた。(下刈りは苗木を植栽した年から実行した。)現在(昭和 

• 4 年)はこの上 うな間作行われていない。

以上にけ旧ﾡ野村の南半分(中沢)の事情を略述したが, 以下,旧吾町村の

丸 半分(例:北川)の事情 を成明したい。

北 ¥分 (例 :北川) では明 治時 代 Iに は炭焼さ がお も た生活源 と され, ﾡ炭 林 

が多かへた。明治大正時代には製炭と同間に養ﾡも当地でﾡに行われた。北川 

剛近で林超転換が一般化され たのは明治4 0年以降 ( 日S戦争以偽 ) である。 

当地 では他川末期から明治時代にかけて製炭した時炭察の周園にスギを数木ﾡ 

タ る 函慣があ り, ま た名東村へﾡに行っ た人がみやけに ス ギ苗を数本 もらって

. 炎てMえたという よ うなことがあったり して, 明治時代には雄木山(薪炭林) 

； のなかにスギの木が点在していた。

当地では袖川時代から明治時代までは,雑木(ﾡ炭林)は製炭され, スギ・ 

ニノ キは木拠に 上って板にされて建具材 と して, それぞれ牛や馬の背に?けて

ナ峠を通って平(現在の都川村) ・越生方面へ出荷された。都幾川村の平 

+徳川時代からﾡ具工"があ～た。その阳辺部 ( たとえば椚 平)に他川時 

t～開治時代にすでにスギの人工林や桜打技術があった。 そのよ う な次第で明

； ゅ時にIは, 平 や椚平 と 吾野の 間に スギ造林技術 の交流があ った。

北川附近で明治40 年前後にス ギ林への林種転換が行われ始めた頃には苗木 

:M番射の井上や版能の双柳から購入し た。(明治時代の未期に飯能一東吾野 

j _E丸峠を通ずるW道ができてから, 当地 と東吾野や飯能 との物資の交流が開

され, 大正時代を経てW和時代に至るにお よんで木材も生活物在 人も こ の 

wを利用して交通が行われる よ うになった。現在 (W和44年) では, 当 

■ の物責の洲通 付 もっげらこの 道幽 (現在 自動車 が通 る道路にななっている)に 

tって行われている。 その反面, ブナ峠を経由 して平,越生方面 と行われてい 

た.「 は以前の物資の交流 ( この道は現在は一部分が歩道で一部分が自動車 

・である )け今日("和44年)では全くさびれ, とんど行われていない)



明治時代末の当地の人々は造林質を節約するうえから遮ﾡえをした。(当 

時, 2i間*2間知=1町当り750本ﾡえる当地の一部分で行われたが, ・尺 

* 8八ﾡ=1町当り 2 3 0 0木統, ・尺* ・尺植=1町当り8000本植が多く 

行われた)。当的実行した下刈り は年 1 回であった。当時は餌早く から夕方は 

手許が見えなな くなるま で仕事 を した(現在】2 人工する下刈面ﾡを当時の人 

は8人工で作業した)。当時は養がが生活の主体で年に 3回ﾡを飼～てその間 

に下刈りをした。 大正時代の枝打ちは「良材生産」を意ﾡして行った人はすく

なく,大半分の人は撚料をとる目的で枝打ちをした。当時は「校打ちxしたも 

をあげるから枝打ちをしてくれ」といえば無ﾡ用で枝打ちができた。当地で

昭和 2 ふ年頃までﾡ打ちした枝を燃料に使用した。 そのようr事情であっ たら 

で,明治大正時代の校打ちでは小払い ( 現在 7～0年生林分で行なな う第1回目

め枝打ち»に技が小さく,燃料として不適当であ～たので行わなかった。当 

では小払いが一般に行われる xうにっ たのは第2次世界大戒の終戦以後でお 

る。 大正時代の校打ちは打ちした枝が燃料として有効に使える 1 5〜1 ・ ：. 
生になへてからけはじめて実行された。.

岡和初期(ﾡ2次世界大ﾡの前) ま ではスギも ヒノキも 節のある立木と節のな 

い立木の価格に大差がなか～た。このx うなことも枝打ちが燃料探販の目的で 

実行されるﾡ向をうながし た。当地で ス ギ の利用 目的とし て明 治的代に も 

っら 「建具」が考えられていた。

立 の販売けは明 尚大 正時代 も 現在 も 立 木処分 の方法 で行われている。大 EB 
代から回和初ﾡへかけての林災絡営者は販売の時に 「継具」を採材」：： 「.

を探材するかという H うななことは場えていなかった。 立木を買へた材本風か, 

「ﾡ具用材」と「柱用材」を仕訳けした。

昭和1 0年頃から足地丸大が商品として登場した。 足場丸大の相場がとく 

ょく～ たのは終戦後である。

ﾡ求木数は第 2 次 大戦の終戦前 * で 1c0当り8 0 0 0木ﾡえか多く 行』、।レ

終殺後, 足場地丸太の相場地が よくな～ たために 密植 ( 1 to当 り4 0 o 0木ﾡえ) 

をする人が多 く なっ た。

現在 ( 昭和 44年), 密ﾡ( 1 町あ たり+000 本林え ) し た林分に, 近 

W 図寄( 岡和3 4年の伊券海台風や和 4 1 年の台風に ょ る 風.害書 ( 昭和 

4 8 年, W和 44 年の省書) が頻発 し たために埼M( 1 町あ たり+00 び本A 

え ) への反省がおこ り, 140当り800 0 本植( 6 x 6 尺植え ) をする人が多 

くなっている。 ・ '

第。次大取物, とくに昭和30年以後, 当地の林業経営は一般に意識的に集 

約度(林ﾡ継換, 統求, 下刈, 枝打ち, 間伐 所え売時の採材)がなまって来た。

ﾡ在実行されている当地の遊林技術を要約する とつきのょ う である。 (坂本 

博 : 商品価値を考 え たﾡ営( 吉田治三郎さん-— 西川林業 ) 山林,昭和 42年 

11月による)。 一

く,。 深 く町ﾡにA え る ( 工程は 1人1日150本へ200 本粒求 )。植救 

の逆具 として は 唐飯 が一 般 に 使用 されて いる が土 援 が 浅く 石 の 多い造林 地 では 

ハジッルが使われる。堀～かけ*実行し ている人けす く ない。

「刈り は植付 当尔 度は 7月に1回実行し, ﾡ求後2年目から5～0年目+で 

年2回(～7月に1回。 8月の中句〜下ﾡに1回)実行し, それ以後2〜3 

年は年1回下刈 り を実行する。下刈 り の用呉と して従来は柄の長い下刈り鎌が 

使われていたが,これの使用は全身運動を要し,疲労が多く非能率であるので, 

現在(昭和44年)長さ3尺の柄の下刈ﾡが使われている。 さいきん, 一部 

分で下刈 の 時 に 除 放 剤 も 使われて いる。

L：,し は植代後 ・ 年目 〜 8 年日頃 ま で毎年実行する。雪超し はは針令 を使用

, 。0年生くらいの木を起す時には木起桜を使用する。倒れた木を起した時 

に校 を切 断 して 針金 を 引 ハ かける 道 具 が考案 されて いる。

技打やに ついてはさいきん ( 昭和 4 ・年) は「保節の良材を作る」とい う作 

ノ 日的が一級に没透している。 .

技打らは第 1 枝打セ(小払い )を?～9年( 根木直経 8cmn ) で実行する。
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根本商径8 aの時に実行する理由もっと も細い柱( -辺9C) よ 

り根本商径が1 mn小さい時に枝打ちすると無 節の柱がとれるか ら 

である。 。小払いの高さは枝下高52m(樹高5のﾡ問後)で作常工程けはスギの 

場合に1人1 日40 0木〜 5 00木(1/2当りS 人工 )て,実 行の時期は1 0 

月～9年3 月 ( 冬期 ) であるが2月の厳期は実行しない。

第 2 回枝打ちは10〜15年生 のとき に枝下高 m ま で枝打 ちする。名 2 回 

枝打ちの工程 1人1 日1 8 0～2 0 0 本であ る。林分に よ っ て第 2 回目 の枝 

打ちの時に枝下高 4wま で枝打ちできない時には第 8 回目 の枝打ちを决 行する、

枝打ちの逆具は両刃Gナタ と梯子を使。ナ タは当地 ( 百) の玄治上こ」 

文生配する。昭和3 5年頃から伝統的な土地のナタが改誓されて使われている。 

伝統的な土地のナタは断面の背の所が厚くて使う時に心か高 く僕いに くか

さいきん(W和4 4 年)使用

ているナタ け 所 而 の 中 央部 を H く 

してある。 こう する と「心の位n 
が低く, 校を落す時にカバ人乙。

現在使わ ているナタの量は1 7 0タ=6 4 0 grで柄iの長 さは2 6c, 月 

り I 3.2cmである。 校 打作 染 に"ょく 聞 いた 後利 な ナタ を 使い,枝 と Lか ら1 
打ちに打ち下ろす ( 枝の下からは. 打ちあげたい )。その さい体を木から性して 

ナタを大きく振る。ﾡ子の一段一段の間隔は厩の長さの(1尺)にするとヒ 

打作求の時, ﾡ千を上ったり下～たりする時に彼疲れない。ﾡ子けはできるかざ 

枚打ちする木つけて立てる。

当地では主伐の時に一級に根木の一玉 (1 番丸大 )で柱材なと り,そ" 

部 分 や生長 の 尊 い木 から は 足場 丸大 *! 材 す る。

間伐けは不郎 木を除 く 程度 の9度間伐 (本数にして1刺以下 )名 5-« ごとr 

りかえす。第1回伐は1 5年生頃行い, その間伐材はﾡ架け丸大やﾡ木内 

柱に利用される。例2回間伐2 0年生前後に行い, 間伐材は足地丸太に卜 

される。第 3 四間伐ばに 2 5 年生前後に行ない, 間伐材は用材(柱材 ) に利用さ 

れる。第8u間伐は3 5年生前後, ﾡ4回間伐け4 5〜 5 0年生で行う。2 5 

年生以後の問伐材は用材(柱材)に販光される。 ときとして長さ1 0m〜1 5 

mの桁材を材木ﾡ の注文に応じ て単木的に ( 利用間伐的に) 収後する こ と があ 

る。この上 う時の収穫の単位は1 回に1〜1 0本ぐらいである。

当地で林飛ﾡ営7ﾡ9 0M 以上の戒林所行者は高伐期( 50～60 年),20 

a以下の森株所有者けは低伐期( 80年) を採用している。

当地では主伐材を入札で阪売する森林所行者にすくな く,大部分の森林所有 

者は特定の信用のおける地元姿者(材木単) と相対引きをしている。1 0年 

ぐらい前(=明和3 +〜3 5 年頃)までは伐木労務苫がたく さんいて地元労助 

力 が地 であ～たの で製材業者が直 立木のYいつけを行ったがさいきん(昭 

和+4年)は製材業者と楽材来者が分災化する傾向がみられる。つま り材業 

とは 立 火を森林所有から買いつけ,伐押し, 出材してそれを飯能の木材市場へ 

出したに り製材業者に売へた り し ている。型材求者は原料 ( 素材)を飯能の木材 

地から隣入している。

§ 4 名栗村(埼玉県入間郡名栗村)

寛永年間( 1 o 1 ・年)に日光の車照宮が造営されたとき, 造営奉行であっ 

に川A活主松平信綱は名采谷の杉苗を東照宮の杉並木に献上したという。寛文 

作川に ス ギ・ヒノキ の人工植栽が行われ,元禄年間 (1088〜1 704年) 

にx当地の人工流林地から江戸の深川へ従流しが行われた。 文化7年(1810 

年)から文政8年( 1 820年) にかけては上名業の名主町田栄次助が31.300

一: 9-



本の植林を行っc 名栄村全以

字保7年(172 2年)の村明細帳に「男耕作之間には釜炭, 治炭焼 

候 而商売仕 申 候」と製炭の記事がみられる。

化政期(1 8 1 0年頃)にﾡ等された新篇公成風土記ﾡにH「…… 々比。 

村は土地何狭に し て 耕作の場所少な しと云えとる 山深 く 林広 くa木茂生し杉l 
の細も土地に応ぜしえにや成太も早く 良材を出すこ と他村に勝れり..........  

農民農隔の稼にけ山に行て炭を焼き材木を伐り出又は川に就て初に送れり女は 

養蚕の外紙を漉し又は絹太織を雑出もあり或は挽板貫炭なとを負担し：:;ボ,.... 

るもあり .... 」と 当時の産業や生活が伝えられていろc この文章は徳川時代 ミ

中ばを過ぎた1 8 1 0年頃には名栗村でスギ・ ヒノネ林業が行われ,製炭が行 

われ, ﾡ益ﾡ点 り が営まれていた = と を物語っている。

名栗 村 の 林 業 を 論ずる 場合 に も 吾野 の 節 で行った よ う な 地域 区分 を 明治 ・ 代 

の林相に関 して行うと有益であ る。

明治時代,衿が流送 された名栗川 の谷筋に け すでにスギ • ヒノキの流林地が 

成立していん。 そしてそこではﾡ分的にかなり集約な林求が営まれてい/。一 

部 では 枝打ち は徳川 時代 末期 から 実行 され,間伐は 明 治 期 以 降実 行されている 

明治時代の間戊は 22～28 年生の頃に 1 回だけ笑行し た由である。伐期に 

時る現在る 80～85 年の部分が多いが, 1 部には 50～6 0年の部分もお 

部分的に保残木施業が採用 されている。

明治時代, 当村のうちでいま述べた名栗川谷筋の部分以外の地城,っtり 

地,と くに有W山, 終山の山施け雑木林 ( 薪炭林)と一部は原生林と六刈場 

らなり 立ハ てい て製炭 が主 と して行われて いた。こ の央地が分の林用転APR 
語り は名栗村の林 な央を論ずる上で面要である。

この 奥地 部分 は 原 11! 時 代 に は 修府 所有 の 御林 山 と 入会地 で あり,大 商分 が 

炭林 と して経営されていた。

こ の部 分 現在 は 村有林, 県行ﾡ林地 (W行造林は 村有地に g 行されて、

--50-
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下名栗共栄造林組合林,上名栗共有林ﾡ合林,他村分収村分収林(ﾡ能市の分 

収林 )からなり立っている。

ﾡ府の御林山は官民有区分のときに国右化され, それが明治*4年1 1月に 

村有林として払い下げられに。当時, その台銀面ﾡは2 10町1であ。たに。現 

在の村有林は こ の旧御林山( 台帳面稿 910町1) 以外に上名 栗と下名 梁の区 

有林 を岡 和 1 1 年に ﾡ測統合 し に時 に 村行地化 さ れ たに部分 ( 台 帳面ﾡ 386町 

3 )を含んでいる。 この間和1 1年の区有林の整理統合のさいに上名共有林 

組合(台催面稿】 08町7) と下名栗共栄油林ﾡ合(台帳面ﾡ128削8)が 

作られた(この区域の公有林の型理統合,管則, 所有の変過については名果村 

史,西川林業発建史,分収林業, なとの文献を参照されたい。)

m和+ 1年現在, 名果村の村有地の実河面ﾡは直営林8 6o&a( うち人工書 

林地14 0Aa天然生林? 2 oca), 分収林(林地は村行地, 林木は村民のL行) 

500cc, 県行造林地 200o(う ち人工茶林地 1 87/o, 天然生林 8 2 Aa) 

である。( 村行地計103 5fo)。上名 衆共有林紐合の実測面積は 3 60/a 

( うち人工渲林地 2 7 oio, 天然生林。 o&a), 下名楽共栄油休ﾡ合の刑 

ﾡは4 82ia( うち人工造林地 3 o+&o, 天然生林1 1 84o), (問合有地 

計 960+482=85140)で, 名巣村の私行林の実稿は8.。 6(4( 

う ち人工林 ②.+ 0 2 6o, 天然生林 6 6 74a) である。名村全体の 林R 

1.085+851+3.069=5.555 ia( う ち人工あ林地 9803 &n, 天然生林 

1602/0) である。(昭和41 年度地域表林計両の料に る)。

さて, 前述 し たいわゆる 奥地林部分 ( 村有 地実測面積 1. 09 5 &oとﾡ合行 ’ 

実刑商ﾡ8 5 1んの帝分)では明治以※, 少しづつ人工林化が行われていたに

にと えば村有林の う ち, 旧御林山部分の造林地が明治 4+年頭在で10万本 

( 1 町 歩30 0 0本ﾡえとして 推定 3 9町), 現在の上名 共有 株細 合の3 

ち大正 元年 までに 植えられた もの：1 0. 6 6 4木( 1 町歩 3000木 W と し1 

定 18町: 内訳は塩分け (分収造林 ) に k る 植栽が 83.26 4本,血督に < 

ﾡ求が 3. 4 0 0本)である。

こ の典地林部分のﾡ林の推進に 非常に大きな役剤 り を演 じ たのに大正 3～4 
年に笑行されに県行油林(実測面和:大正2年契約1 83町8区*セ, 大正3 

年契約 87町8反sセ,計271町7反3セ; ﾡ林ﾡの突行大正8 年, 

1 88町8反, 大正4年8 7町0反, t2 7 1町7反でﾡ求本数けはスギ241.200 

本, ヒノキ514000本, 計755.300本 この植栽本数を植栽而箱で割

ろ と 1 t当 り2.800 本植求 しにことになる ) であ る。

この県 行 油林 事 は 明治 3 8 年に 埼 玉県会 に 提案 され,満場一 致で可決さ 

れに楽 であ る。この県行油 林事 ※は 明 治?。 年～大 正+年にわたにって1 。 

ウ 年計商で株父郡( 名栗 村は当時は秩父郡に 屈していた)に 2. 2 0 4 町( 5 

ち収 益分収益林 2.113 町, 借地造林 9 1町6灰)のスギ・ ヒノキ の造林を 

実行しにものである。 明治38年にW会で行われに説明によると, この県行 

沿林業の動機と して利ﾡ川と荒川の決水とﾡﾡを防止する こ とがあげられ 

てり, この業 の 目的 としてけ①水 ﾡ ﾡ ﾡ土砂打止による国土保全と治水 

費の成少, ②県燃木け産のﾡ成,③日脈戦の記念事ポ, ④民間林業の模範 

株の盗成, ⑤生産木材を公共土木建築用材と して供約すること ( 当時の県議 

会でのi明前に ると「疝下山岳地方で結築用福 を奥羽地方から取り寄せて 

「み’、は奇観たり……」と書かれている), ③地方細民に稼業を得せしむる 

- と, があげられ る。

大正a ～ 4 年 に 名 栄 村 で実 行されたに県 行造 林にあに～て, 名 栗 村村 当 局 と 折 

しにり, 滋林事楽を指導したにりした当時の埼玉県技師, 秋山研夫氏の名前け 

今日 (岡和4 4年) 名架村でWく ことがてきる。

とのハ行油ﾡ が 名 架村の央 地林 地( = 公 有 地 ) に 大規% に 人工 消 株しに先 

M*であ～たに。その後, 名楽村の公行地の人工波林地化(林ﾡ転換)は第1次 

・ 界 大 以後の大正 】 o4,(tN にtって 大ル四 に災行 され,そ の後岡和 0 年 

nス 況期に 一時的 c げ mしたことがあったが叩 和1 2切門 び 活 潑 に 実 行されに。 

:に,郷2次世界大職後も流林が活渡に災行され, とくに昭和30〜35年に 

ォ 細転換がた くさん実行されたに。これら の公有林部分の造林地のななかにけ,



現在既に主伐されて再造林を実行したに部分もある。

つぎに名栗村の造林技術について簡単に述べておきたにい。

今日(昭和44年), 名果村で一般に実行されている造林払術はつぎのよ う

である :

植栽木数は1町歩当り 9000〜3500本。下刈は柚救後8年間(林況によ 

っては1 0年間)実行する。そのうち最初の5年年に2回下刈を実行してそ 

の後3～4年間は年に 1回下刈を実行する。

枝打ちは第1回枝打ち(=小払い, 桜下高3〜6尺)な1 0～15年生で行い. 

第2回枝打ち(枚下高1 2〜 1 8尺)を1 7〜2 2年生で行う。枝打を行わな 

い山林るある。

t伐は除伐 を10〜12 年生で実行 し22〜25 年生 の頃本 数の 2 割〜 1割

5 分程度を川伐する。そのとき劣木を間伐して優良な木は主林木として残す。

( 9 0年生で主伐する と約250 0木が収務されるという。)

そのか, 名ﾡ村では 1部で分収造林が従川時代から行っれている。

名果村でに大部分の山林所有者は立木処分をしているが,山林所で同時 

に材木ﾡを経営している人もあり, この人述はﾡ営生産をしている。公有林地 

部分 の立木処分は直営造林地 でも 分収造林によ る独林地でも入札によって行なた 

われ る。私布林地の立木処分は相対取引 きに よって行われる ことが多い。

徳川時代から明治 2 I 年までの行政区画 
く一 、 _

上木上分

-上成木下 

北小合末

沢ホ

西分



ﾡﾡ市昭和2 6年に1柱げ町と間布行, 設村の8力町村か合併して制ぞし 

き,これにさら に 昭和 3 0年に吉 野村, 三 田村, 小 ﾡ木村, 成木村が合併 して 

今日 の姿にな～ たに。

梅市のななかでスギ・ ヒノキの人工流林地の多い地区け三田, 吉野, 成木, 

である。 :

青梅市内を流れる川のうち成木川, 沢川, 誠川は入間川の支ﾡである。流 

送が行われに当時は成木村の材ば入川を通って荒川へ流送され, したにがって 

「西川材」 にﾡしていたに。

多 州 川 を 流 送 して 六 郷 へ運ばれたにいわゆる 靑 梅材の中心地は三ロ 村 と吉野 村 

であり, 当地の徴師当時「三田領筏師組合」を形成していた。

梅材とは多ル川流城(背梅市, 奥多摩町-- 通称三田例一)から流送され 

に材と多呼川の支ﾡの秋川流域( 5日市町, 格原村- 通称小各領-

流送されたに材の総称であり, 梅材という名寛政1 2年(1 800年)頃か 

ら文ﾡにら れ, 現在 ( 昭和 4 4•年)スギ •ヒノキ の柱小 角 材 と 足場丸大か 月 

梅材の主産物である。

春 梅 市 で実 行されに部済的目的を伴ったにスギ ・ ヒノキ 人工 造林 に 関す る も っ 

と も古い文ﾡは元禄7 年(100+年) c沢井下分でス ギ1区8敵2 5 少をは 

採 し たに記然である。こ の杉の役期を2 5年と してる寛文 8年(100 8年 ) に 

はス ギの造林が突行されてい たにこ とにななる。

梅の 1 部でけ分収林業が街川代代から ( 現在 も )行われている。そのも 

と も古い記録明和 6年( 1700年) に 当時の 梅沢村 で, ま に天明 8年( 

1788年)に当時の北小令木村で実行され たに分 収 ﾡ 林 に 関 す る 加 録で ・ 

後者の伐期は30年, 分収歩合は5 : 5 であった。 梅地力の分収林契の1 

期は3 0年～3 5年のもの が過去 も 現在 も多い。

徳川時代には入会地が御岳, 長洲, 畑中, 日以和田, 下, 柚木, 御品, 

和田, 二ﾡﾡ, 沢井, 南小會木にあった. これらが次第にスギ・ヒノキ 

に転投されていっ たこ と V で述べた と おり である。

他川時代役期に は. 既述 しによ うに 多摩 川 の流送 に 便利な と ころ は と ん ど熬 

# さnれ ていた。代川時代後期には三里演(現在の青梅市と奥多原町の多摩川流 

域)から年間 40 0 0～5 000枚の役( 5～0万石)が出材された。

使川時代の商木養成けは農家が自分の風敷の近辺の畑へ括種して自分で育苗 し 

にものであり, その苗を使ってスギ やヒノキ の植林が実行 され エ 明和0年 

( 1 7 6 9年)に奥多摩町梅沢で屋败付の畑へ杉苗を仕立てて 5 木,1 0本, 

s o木, 1 0 0木ぐらいずつ植付けたに記録があるが当時のﾡ木村や下村(前掲 

nMを参照されたい)でけはこの上 うに育苗したに苗が早くから商品化されてい、たに。

と もかくもこのょうにしてスギ・ ヒノキに上 る 人工造林地 化 ( 林稲転換 ) が 

基展し たに果, 吉野村, 三田村では明治未期に は山林面.積の約 50%がスギ・ ヒノ 

n人工林になっている。その後も林ﾡ転換が進行している。次衣はこの収たをるのがたっていろ。

青桁市央 多 摩 町造林地パ 加対照丞_______________________

---

(市町村名)

市町村山林
杉 槍造 林面税

(崎 考)

1960年 
セ ンサス

(使 考) 

昭和+3 年 

東都税果 

のやc上ろる
葉樹人工 

林常

面 積

②
(大正2年) (比率) 

①
(昭所20年) (比速) 

②②
よh
外葉樹人 
工林室

-- - 町 町 %
町 ろ

ﾡ約,調布, 認 1.3 0 7 5 1 3.7 380 27.6
野 805 4+4 5 1.3 048 7+9 7 3.6 ・

・

田 1.7 8 0 824 4 0.3 1482 8 3.2 8 1.5
・ 木 1.2 6 7 4 3 8.4 567 44.8 4 5.7

• お ___ 1. 815 510 2 8.1 1.007 60.4 5 3.3M •_―一 「
ん,在の 消梅市 7.124 1.8 7 2 20.2 +.180 58.6 5 8.0 70%

3.588 670 24.2 2.040 57.1 5 7.0
川 11.050 000 5.8 3.0 2 0 25.3 3 0.0
内 _4093_ 1 0 5 2.2 1320 28.1 _822

2 0.3 3 1 1.6 0 5 8.2 6.380 31.0 4 1.2 43%
4 "____ 計 3 5 5 3.537 i 2.0 10.560 38.6

: 大正2 年は「西多原郡ツー責」による

• 2 ,昭和 2 0 4及び市町村山林両積けは部和 3 0 年版「西多際郡の林繋」による。

③ 面 秋の委 示は反 歩以下 を四拾五入 し た

D②定本市史常梅 より 引用 した
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これに関運して, いわゆるﾡ梅林業地帯の市町村の現在の森林面積と針外葉樹 

人工林面ﾡを東京ﾡ部済局林務課から発行された昭和+ 9年版「東京都の林寒 

( 統計ﾡ)」から引用 して 掲げておく とつぎのと おり である。

昭和4 3年現在の森林面積 と 針無樹人工林曲積

(市町村) ( 林両称) (針葉樹人エ林而川)

&a tal %
(市 梅市) 6,943 4.793 70.0
(奥多摩町) 21.281 ・ 0.070 480
(五日市町 ) *.2 0 2 3.2 0 4 ! 76
( 日の出村) 2.。 5 1 1.55 1
( 商 原 村) 9.6 67 5,7 5 8 6 0

大正時代以後の林ﾡ転換が進サしに理由 として, 入会地の刈場への造林が 

徹ﾡ的 に 実行 された こと (そ の反商iに は 肥料が生 を使っ たに増肥か ら 化学品料 

忆転換 されたり,牋 家 の屋根 が茅ぶき 財根 からトタン や の 単根 Iに 変っ たにり u 
て住民生活に 占力. る 旗刈場(採草地)の意義が薄れて出 たこ とかある), 

スギ・ ヒノキの人工油林が契励されたにこと, 昭和7年頃から失然ﾡ材が収入さ 

れ, さらに林逆が開発されてスギ・ ヒノキ人工流林地の拡大に有利な冬件が民 

開され たにこと どがあげられる。

吉労地区の古市老の話に よ る と吉野では明治時代には炭焼きが行われていたか 

昭和初期に は 炭 焼き が みられな く な り . 当 iの雅 木 山は ﾡ に商品 化Lて 般/ 

されたに。 吉野ではすでに昭和初期ﾡにﾡ水山よ りもスギヒノ キ造林地の方が承 

的に多かったという。

さて, 青梅市では既述したよ うに徳川時代から大正中期へかけて木"損出 

に径が主ﾡな役割をﾡじていたに。明治2 04〜2 4年の5ヶ年間の三田なB 

組合の販扱をみると拘材と丸太材が全取投数量の8 6 % を 占めてい/」； 

では当時も現在も足場丸太と小角材が主生産品である。 古老の話に よると人大正

-5 8-

代初期に は丸太筏も あったが,ﾡ角を役に し た角花が多かった由 である。 

次表は定本青梅市史から引用した表である。

明治2 0年から 2 4年まで5ケ年間平均三田領役師細合取扱木材量

C 1年当り平 及量- 者注

(稲 m) ( 取扱高) ( 石換算 ) (比 率)

角 丸太役

ぬ き

板

1 " 1

平 ,板

1 附

3.746枚

3 6. 0 4 0 束

3,760東

3.439東束

1.408間

53,568石

6.094

1.2 2 5

44 7

610

02.54 4石

85.7%

10.7

2.0

0. 7

0.9

W考:① 「三田領筏師組合沿革」による。同港は尺節で換算して 

あるが尺締1木を12石と して再換算しに。

② 単位 の1石(0.2 7 8m であ る。

明治20年当時, 筏以外に馬1% 商市などで出材したものが1割程度あるの 

で,多際川流城の明治20年代の年平均木材生虎はは7万石前ゆであった。明 

治末から大正初期は年間1 0万石の生流量であへた。 (定木靑梅市史によ る) 

・和2 4年, 2 8年の木材生産の統計として次表を定木梅市史から引用し

ておくo

)

木材生産量

(昭和24 年) |
(市町村名 )

木材生産量

(昭和24年 )

-- •. 1 市

・ir
21.485石

皆 梅 7.6 7 5石
氷 川 15.168

吉 野 442 0石 小 河 内 7.770
三 田 30,426 小 計 44.373
好案 9114

総 計 90.014
一 -------- -----------------な 備考 青梅木協調査

小H 51.641 交材校査石数
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西多地方事務所調査に よる昭和 2 8 年 木材生産量

(地 区) (※ 材) (製 材) (t)

ﾡ市 77.951石 4 0.8 7 5石 127.820石

** 、 ,
央多府町 104.40 0石 48.040 1 52,440
秋川及び平井 

川 流町村
1 18.055 75,120

1 . ・
188,175

平野部 5.1;4 4.426 0,580

計 300.560 1 77.4+01
--- ------- - - ----- - -

4 7 8.0 2 1

東京都林務訴から発行 され たにﾡ対「東京ﾡの林来 ( 統計尖) 昭和+ 3 年版」 

にkれば西多ﾡ地方の昭和3 8年〜昭和+2年の米材生産はつぎのとおりで 

ある。

西多摩地方の年度'別素材生産斌

(針英樹) ( 広英樹) (計)

昭和9 8年度 6 0.1 80w 2.35 om 71.48 om
3 o 74.175 5.170 79.345
4 0 74.020 4.7 4 0 78,760
4 1 00.83 5 5,720 105.555

4 2 8 5. 9 4 5 5.350 01.205

ガ: 5カ年の合計 403.105 23.330m 426.435m
80.621m 4,668m 85.287m

1 年当 り 平均 290.236イ 16,798日 307.033イ
------ と- ------------------------

これらの数から梅林業地帯の木材( ※材 )生産量のﾡ開がﾡ見できる。 ミ 

いきん の木 材生/ i の材超別内訳をみておきにい。 (次表も 定 定木市史 ・ し ミ 

ら引用した。)現在の背梅林楽の特色は小材や足場丸大大の生廃が主で, 

にかってスギの場合2 5生 (平均日旭 り周出 1 尺 3〜 4寸)で主伐 され ろ 

山林が多く, 3 0年以上の伐期を採用している山林は少いこと, (たにだし1 

部にスギで+ 0～5 0年生で主じしている林もある。

昭和 2 8 年度多爪川・ 秋川両流域木材生流量 ( 西多務所調査)

(米 材)

小丸太 (末口5.5寸以下 ) 1 70 千石

中九犬 (末ロo. 5寸以下) 1 0 0
大丸太 (末H0.5寸以上) 2 0

計 200
(製 材)

ハ 材 122
劇 , 2 5 ・

板 機_________ ■____________________ ゝ 3 .

: t ______________________ 170

(備):羽村,ﾡ生, 瑞穂,秋多の地域除いてある。

1川時代の分収林の配然に1期る 0～8 5年のものが多いところからう発し

, 地方 ( 青梅市 ) で一般にiか り古く から短伐期林 が行われていに 

えられる。 今ロスギを目通り周囲1尺4寸で主するとするとき, そこ

ら採 材さhれる 柱 をﾡ算してみると1辺が3寸3分角〜 ・寸5分nの 柱が 採 村

きるこ とになる。 )(ヒノ キの地合4 0年の伐川が普に採用川されている ) 

< 伐 期明 と 出 連 して むか し か ら 在に致るま で一般 除伐 も 間 伐もとん ど行 

われていいこと (それにもかかわらず一般に主伐時( 2 5年生)にけ木数(

1#分の主伐木数)がﾡ付時の木数に比べて 2剤市後渋少している曲である。

れ木の生がﾡの結果,勢木などが自然付死するためであろ うと最わ 

, る。 )降ﾡ地 ( 積営量 7 0m)である にめに営害( と くに未先の降省に よ る
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当 ) に対する配慮から, 1 本 1 木の木 を丈夫に 仕立 てるよう cする たにめに坪 

1木松え( 1町当り300 0本独え) が基準とされている こ と。(古老の話に 

よ る と大正〜昭和初期には1 町当 り9.500 本〜4 000 本植殺していた力; 現 

在は1町当り3,。 0 0本粒求を実行している由である。当地方でろ迫去からﾡ 

在にそ る ま で-般に 1町当り3000〜4000 本ﾡ救が実行 さ れていたに と 場 

えられる)などである。 , .

明治期から現在へかけては造林苗木の生産は青梅市内の柚木,下村,日影和 

田, 畑中,二俣尾,新町, 吉野なとで行われ, 当地の造林用苗木けは主として地 

元から供給された。さいきんでげ山出苗が2 00万本生産されている(定本ﾡ 

梅市史による)。 まに一部分では自家然苗も実行されているが, これは小数で 

ある。 まに, 一部では静岡県や茨城県からも2年生苗が移入されて育苗されて 

いる。(昭和2 0年度に約8 0万本の幼苗のﾡ入がった -定本市靑梅にi: 

る)。現在, 山出苗 の苗令は スギは 3 年生, ヒノキは4年生で1尺2寸〜2尺 

(平均1尺。寸)の苗を山出しする. (定木市史青梅による)。当地ではM付 

けは 3 月下旬から 5 月上句にわたにって行われるが梅雨季を利用する場合も多い。 

当地方 で 冬 ※ﾡにﾡ燥度 が高 く ,求商 大 の枯 1 割前後で, 補 協も 大 

切な仕才である。 .

当地方で堀りかけ(東吾野のmを参ﾡさ力 にい)は行わない。

杉起 し(営起 し)は ﾡ費後 A 年 目に行われる。ただし 雪審 の発生状況に ・っ 

ては毎年雪起しを行なな うこと もある。年によ って 2 0 年生林分でも 2 剤ぐら 

い雪起 し を する こと も ある が普通 ,i起 しは10 年生 以下の林分で多 く 行 お 

れる。杉起しの用具には現在, 魂用と針金が使われている。この時, 針金を伸 

用する木は5〜0年生以上の省営木 て, 針金の太さは 1 8 番〜 2 0番線である。当地で 

は堀っかけを行わないので根曲り木を防止する作ﾡは省起しに よって行ってい 

る。したにがってとくに幼介時(ﾡ付後8〜4年目のとき )のﾡ起し作 楽が重要 

視されて いる。当地 で 南斜 而 の林分 は 乾燥 のた め に 生長 が選 いi向があるが, 

そのにめに太がﾡく育つの で"w が少なく, 北 斜面 の林分 41 南 斜面 の 林 分に比 

べて相対的に 生 長 よいか 宮も多い。

下刈りは昭和の初期にはﾡ求後 6〜 7年間は年 2 回実行された。その工程は 

1回につき1反当り 1人工とされてい、た。ﾡ載校8〜1 0年生の林では年に1 
回下刈りを行った。 ・

枝ちけは第 1 回校打ちを 7 〜 1 0年生の時 ( 枯校が若干ついに頃)に実行し, 

その時枚下高2〜3尺まで校打ちする (=根払い)。これは手の届く範囲 

内の高さである の で工程 1日r1人rつき500木である。第2 回校打ち 

15〜1 8年生で実行し, その時校下高1 0凡〜1 8尺ま で校を打っ。第2 

何枝打ちの工程は 1人1日70本, 第3 回枝打ちは 20〜2 3 年 で下から 1 s 

～9 0尺ま で枝打ちする。その工程 1人1日6 0 木である. 第3 回枝打ちは

行する縦営者と実行しなないﾡ営者がある。前述したよ うに当地では 2 5年生 

側後で主伐する林分が多いので第9回目の枝打ち( 2 2〜 2 8年生の時行う枝 

打ち)実行しない場合が多い。いいかえれば第 3 回目の枝打ちは 40～50 

年の長伐期を採用する時行 うので, 当地と しては例外的Kに実行されているに 

aさなない。 • I
ﾡ打ちのﾡと して は 両刃の ナタと オ ノが使用 されている。オ ノがかな り多 

く使われる。 校打ちしたに核は昭和初期まで家用燃料と して使用さ, 務者 

い校打ちし た枝 を背負って 自宅へ 持ち怖 e にり, 地元の 婦人 が ひろ e て自宅へ 

片ち州って燃料に使用しにりした。 (当時, 女の人のおもな仕事は家事と機熱 

りとお加で, タキギひろい以外には山仕事(山林労務)には出なか～たに。 ﾡ在 

(昭和 44年)で a女子の分務者は山林労務 (植付, 下刈 り, 伐木) に従事

ていない。 製在, 当地の例女子はバートタイムで地元の工地へ働きに行ってい 

る場合が多い)。

現在(昭和+4年)は家産用燃料と して石油やブロバンが普及した.ので枝打 

らし/に枚をひろ〜て自宅へ持ちﾡ～て燃料にする人はいない。し たがーて枝打 

し した校.はその *ま林内に放団され,厩って林木の児料分にな～ている。

当地の林木の販は主と して立木処分に上 ～て行われる。



当地では一般には林契経営者が伐や搬出え行な う こ と はないo
立木処分の区に材ﾡの見ﾡり や林木の形ﾡの査定を有利にする にめに主伐 

(版)直前に林発純営者かその林分の化統刈り ( 主伐予定個所の下刈り )を 

行う。 「化粧刈りをすると木が立派に見え, 取引きが有利になる。 化粧刈りを 

しない と 損 だから どんなに 忙がしくて も 化 ﾡ刈り を 実 行す る」という市老が 当 

地にいる。 化粧刈りの工程は1町当り2 2人前後である。化粧刈り を実行ビユ 

と地折えが容易になり, 場所によ っては主伐 した加年 にほ とんど地折えをせボ 

にA栽できる株分もある。世通は地ﾡえに 1 0人工を災する。当地では1 株分 

の ﾡは最大 1 3 ia, 彼小 0. 1 4aで一般にﾡ伐作業が採用 さ れて い る。保残木 ' 

業 は明 治 時 代 にばよく採用されたにが「豫 紙樹 の 生長 を 害する」という ﾡ由か ら 

現在でけとんど実行されていない。保我木施車が実行さ•れな くなった):由 と 

し てはそれ以外に省や風に よ る被* が大きいこと や, さい きん大径木 ( 阪材) 

の石あたりN価が明治時代に比べて 中小径木 と大ﾡな くなへたにことなと も 労え 

られる。

当地では造林と保音(林熊, 下刈. 校打,Wゆ)については明治時代る飛在 

(W和*4年) も大差 のない作 契が実行 されてい る。しかしさいさんは油林労 

務者の不足から,過去Iに は年に 2 同刈ってい に下刈 り *年 】 同刈 り cする人 

でて来に。バにだし目下の段階(岡和4 % 年現在)では, ﾡ去と同じょうに年9 

回下刈り を実行している林分の方が多い。

下刈 り の湾期は41回刈 りの場合は 7～8月で年2 回刈 りの場合は1番刈?

*5〜。 月に行して ダ予刈りを〜1 0月に突行するのが よいとされている。 

しかしきいきん(W和*+年)の上 うに労務者不足や •号 書林分の杉起しな と? 

にめに下刈り作業の労カカが不充分な出合には夏子の下刈り手ﾡ 林 分を冬 匸

下刈りする こ と もある。 冬期に下刈り をする と雑木の技が落葉し ていて対 

上有利な場合 ある。

さいきん(昭和44年) は 務者 不足の 折 柄, 山林所行者 ・ 労あ者に 下刈り 

作 梨を依頼する ときに 「Wな ときに下刈りをしてくれ」とい うよ う な 風湖がみ

られる。このよ う なこと も 下刈り作業の通年化を うながすF因の】 っ!てない て 

いる。このよ5にして当地では現在(昭和44年),ﾡ林履用(Mﾡ, 出起こし, 

下刈り, 枝打ち) 通年化するﾡ向がみられる。・

大正時 代 キﾡ和 初期の労務者 が充分 い たに時 代にる, 当地で は造林作業と世木作 

発けはそれぞれ地門 の 労務 者 によ って 実行 されて いた。造 林労務 者の 場 合,当時 

・仕事がなェ くなると山林所有者のと ころへ行って頼みこんで仕事をみつけて仕

を し に。そんな関係で当時で も 冬期に下 刈りをすること があ ～ に。

他方,ゆ出作契については大正〜昭和初期にけは代木が4～5月 と8〜0月の 

仕で, ﾡ出が冬叩の仕事であった。夏季 な 戊木が行われた理由は当時は杉皮 

が行利に 販売できたので杉皮を鯉皮する ため忆樹液の流動期が送ぱれ のであ 

る。 老の話に よると 当時は伐採の労イがスギ皮の販ﾡ収入でまかななえ たとい 

う。ﾡ在(田和++年 )はスギ皮のﾡ要は非常に滅少してほとんどなくなり, 

し たが へて划皮 され た杉皮は林地に 捨て られ る 世合が多 く , 生 た剝皮 しない素 

乜 z ゆ出 することもあそ。大正 時代〜昭和 の切期 は 納雨期 ( 6〜7月)は「 

レナ 腐•たり 虫 に 喰われたり する」とい っ て 本作 共 を行わなかっ に。 作発能 

率の点から考祭し て 雨に よ って めれ た急M斜の 林内で伐大作"をする と ・の 

作確の危所性の点から考ﾡしてる梅間期の伐木作楽を述けたにこ とが理解できる。 

当時,・夏手に伐木したにものを半年リンﾡみして応燥させ, 冬期に搬出した。冬 

期に搬出しにのは池送(ﾡ流し)の関係であった。 神, 季には川の水をせさ 

卜めて油徹用水に使用し た り, ﾡ風や楽商に よ る出水などがあへたり して川の 

&iが安定せず, 里季の材木の流送は障害と危険が多かハた。そに比べて冬 

スに:,'皆川 水の利用 もなく, ﾡや袋南な く,川の流川 が比校的安定してお 

り, 壬后,； この冬場に主として行われたに。ッ ンﾡみをして半年統燃さいにのけは 

' 端に よ へて材木を軽 く して娘出 や流送 を容易にする配慮が習情化し にものである。

現在(昭 和++年)けは 伐太大作ﾡは 1 年 中 行われている。また,

逃材 ・ト ラック巡材が行われているので手節と無関係に 1年中央行されている。 こう 

してル(昭和 ・44) は 代木作 業 も 運材作 ポ も 造林作 業 もそ れそれ通4化 し 

cず行 され る傾向がみられる。



§ 6 ﾡ多屋町 ( 東京都匹多除ﾡ央多摩町 )

奥多摩町は古里村, 氷川村,小河内村かダニ次大戦移に合併してでき/に町で 

ある。この町の多 殿川 木 流沿岸東部は 現在 if 梅市になっている旧三 田付に 隣接 

する地帯であり, この地ﾡは徳川時代にすでにスギやヒ ノ キに よ る造林地化が 

進殿していに。たとえば寛文8年( 1 66 8年)の水川村検地帳にﾡ久保の切 

畑5敵2 6歩が杉として記録されている。

しかし実多摩町全休の面超からいえば人工林率は明治時代においてさえも低 

いものであ～たに。 (前掲の表を参照されたい)

大正時代すでﾡ よ る運材が主と して行われたこと は既述し にとお りである 

が, 明治時代までは旭の巣に流があっに関係上, 当時の氷川からの流送は鉄砲 

ﾡを利用しに解流によっに。

当地は多摩川の水源地出にあり,徳川時代から江戸ﾡ府による「お止め山」 

の制度によ り禁伐林と して保護されていた而積も多い。この部分とそのかの 

民布林(村有林, 部有林, 私、右林)の一部が明治 3年以降,
東京市水源札

に"い入れられ, 今日る 東京都水ﾡ局水源林事務所に管理さ れ ている。 京都

水消局水ﾡ務所に管刑されている森林面積の一部は人工ﾡ林化されている , 

大部分は原生林(大径木の混ったに天然生林)の林相を今日 も保ってい る。

奥 多 F町 の所 有 主 休 別 森 株面税 とその人工林率な1 0 0 0年世界 代林セ ン 

ナ ス 統計 からみるとつ ぎの と おりである。

人工林率=一

3 樹 面 ﾡ 人 工 林. • ww ・
・ 当 国有林

| 公有林 |
以有株 国林」 公イ抹」 私有林 ;

—■

典 多 ル 町

町

20,446
両

6889
町

13.026
古里村 3.078 475 3.108 — 13
氷川町 12,400 530 4.936 0.092. 40 18 58
小河内 村 +372 170 2.806

「・ **はイ〜や 〜.-は* ****
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民有林の うち, 1部はスギ ・ ヒ ノキの人エガ林地化されていろかてのかは 

新炭林(ﾡ木林) である。新成林(雄木林)のスギ ・ ヒノキ人工林化が徐々 

に逃展 してい る点は 他町村 と同じである。 ・

さて当地の一部に は上記の よ うCかなり早くからスギ・ ヒノ キの人工造林が 
• ' '' 「・ • ・

行われていたにが, しかし街川時代にス ギ・ヒノ キ人工林化されたに面ﾡはそ う若 

し く なかっ たに。

安政0年( 1 8 5 0年) 10月に洪水によって多バ川に治出した材を下ﾡの 

消の口附近で拾いあげに記球によると樹ての明らかな? 5本のうちスギ・ヒノ 

キは12本(13%)であったに。 ( 奥多摩ﾡ土小誌に よる)。 そのはかの 8 7 
%は恐らく天然生林のモミ ・ ッガ ・広共樹の用材であっに。この小実は徳川末 

湖の当地の 株相と利用ﾡ稲を物語っている。

さいごに当地のスギ ・ ヒノキ人工造林の技術について述べておきたにい。

スギ・ヒ ノキの苗木は明治初切までは地元産の苗を使っていて, 地元の商木 

需要が 2 くなかった ので 他村へ移出していたに(寛政4年( 1 7 09年)高 

高下直竹村 (現在 の 飯能/で 百 梅 市の下成木と隣扱し 

ている地城) へア山, 明治2年(180 0年)北小®木(在の背梅市内)へ 

ゆ出)。 ﾡ在(昭和4 +4E)は当地の地元で商畑を好営するものはすくない。 

.レ,苗木は雨要の増火に伴い靑梅市(吉野,三田, 新町)や長野県から供給 

さ力ている。u.出し苗はスギで2〜3年生, ヒノキで8～+年生で山出し師の 

炎さけは80〜9 5a( 1 尺〜 1尺2寸)である。

地の地ﾡえは株ﾡ転換の場合は広英樹林をﾡ炭材と して利用 し にのや, 

校素を片附け,山ﾡさをして笠地する。 油林予定地内に大大が残さわている時 

c+立ホの i ま皮を制いでﾡ枯らしをすること がある。再造林の場合はり門 

さhたに枚ﾡを付い, 雑箴を刈り払い, +れに火入れを行なう。 過去には(戦 

を ： で ) 火入 し たにのち, 1年だけソバを間作し たことがあっ たが現在 ( 岡和 

+44) は行 とれてい ない。

M の時削は 8 月 中句～ 4 月 中旬で ある。ﾡ救木数1iα当り8 000木

-86- --や7--



( 坪1 本拡え ) が とされてい、るが14。当り4 5 0 0 本係えてい る造 林地 も 

一部にある。値/* けは方形坎技て峰通りから沢通りへ植える。ﾡ求の工ﾡは1 
人1日250〜300木。新ﾡの 翌ﾡに 5〜1 5%の 補ﾡをする。下 刈 りG 

〜 7 月 田行い, 検ﾡ後 1 0 年くらいまで毎年 1 〜 2 回行 う。 研1 2〜1 5 回の 

下刈り が行われ る。 下刈り の工ﾡは 1人1 日2 50.〜30 0本(約1反) とされ 

ている。ﾡ去には柄の短い下刈ﾡが使われていたが現在では柄の長 い下刈( 

師の長さ 1〜15m; 刃渡 り3 0c内外) が使わ れて いる。

下刈 りが終っ たにのち, ﾡ切 り ( フジ やア ケピの登切 り)が2 ～3回行わ る。 

杉起し(雪起し)は植栽後 5〜 1 0年にボや針金やﾡ物の賞を使って行う。

水分を含む'” は林木を曲げた り当折丸, 者倒れ などの被寄を生する。当地で 

省害は深山よ り ﾡ山に 多く, 突い所より も 比皎的温成な林地 に 多 く誠災替よ 

り % 早ポに 多 く生ずる。"害に よ～て付れにり曲 っにりL た林木 •を 小ル111 ・ 
起すのが杉起しである。

校ちの時則他の地方と同じよ うに冬期(生長休止期)に行う。 校は党刊 

なナタで滑らかに切り落し,樹皮を損しないように注でする。普通はカー「 

残し てその 下の枝 を取 り 去る。第1 回枝打 ち (ﾡ払い ) (林木がう つ閉して ト 

校が2 〜 3 段ﾡれ始めに切行 う。数年に 1 回のﾡ合でﾡ返 し行う が同放は一出 

でない。こ 九に は労力 や"用 ゃ 関係している。 技打ちの用其はナ タ ( 刃部 2 ・ 

e, 柄3 0c内外) *使用するが片刀のナタる両力のナタるﾡわれている

間牧は当地の人工休が権林業地の 1 と して旭場丸太や小角材の生際*主 

として行っているので, 判に行っれる。第1回 間 伐は 1 2～1 54生切栄行 

し,第2 回 消依 収 " - 町 に実行さる。

じ期普i 80〜40 年で あるが1 部では 2 0 年で主 伐す るこどる あ る。伏 

木の特期はほ用が多い。

(者注: 典多所町の起述は典多ル土教材研究委員会編: 央多呼郷土小i 

( 昭和 3 o 4 発行)によったに部分が多い)。

S7 五日市町( 東京都西多摩郡五 日 市町 )

五日市町は昭和9 0年4月 1 日に増戸村, 五日市町, 戸倉村, 小宮村が合併 

してできた。

徳川時代から当地る梅材の産地と して知られており, そして役流しによる 

出材が行われていた。

(青梅材ﾡ地のなかで多川本流添いのﾡ分が三田領と呼ばれているのに対 

して,多摩川の支流である秋川沿岸の当地は小宮ﾡと呼ばれている。——青梅 

市の項をお照されたい )。

三田領校師細合は享保0年( 1 7 2 1年)に結成され,小宮ﾡ在師組合は宝 

西9年( 1 75 9年)にﾡ 織さ れた。

明治1 5年に制定された小ﾡ領役師細合規約によ る と小宮領筏師組合の地区

式威国西多摩郡小育領17力町村・格原村, 小宮村,戸合村, 五日市町, 三 

ツーシ:,明治村,増戸村, 大久野村, 西秋岡村, 東秋稲村, 草花村,苛生村, 

ﾡ戸岡付, 平井村, 原小宮村, 南步摩郡川口 村,加住村である。

既述したよ う に当地では戸倉の一ト里木文 では筏流しが可能であったがそこか 

ら 上流はﾡ流による出材が行われた。彼流し と管流が行われた結果, 秋川木流 

添沼岸と秋川の支流の養沢沿の山確は徳川時代から徐々に林種転換が行われ, 

明治初期に(はスギヒノ キの遊林地がかなり成立していた。たとえげ五日市の三 

内附近には 2 s 0 年〜 800 年前 (=1 860〜1 780 年=寛文〜元禄年間) 

c ﾡ林 したス ギ の 造 林木 がみられる。

他方, 秋川本流沿岸とその支流の養沢沿岸以外の部分では,明治初期までは 

木林(新炭休)があってそこで製炭が行われ, 採草地があった。当地では応 

水24年(1+1 7年)にすでにかなたり多くの炭を産していた( 村誌戸倉に よ 

る。)

一介村のつぎの統計はこれらの事実を物語っている ( この統計は村誌戸倉よ 

り引用した。 )

)
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林産物:

(杉太材)(杉商角材)(ﾡ 材)(竹 材)(杉相 )(苗 木)

5600束 97.300本

(年度)

明治43年 ' 5.36 1尺* 
\

:9.1+6尺*2.009尺X 52東

東京,t 浜地方へ出苗 五日市へ出商

大正2年 6. 9 2木 8.0 4 9尺* 905尺* 85東

大正10年 0.492本 8,。 4 9尺* 1,9 0 8尺* 1 5 0束

(年) (杉材) (商 材) (杉 格 皮)

昭和1 1年 3.010石 1.57 0石 8 0.0 0 0坪

昭和2 6年 4.8 0 0石 3.600石

11,29 6東

■ 横浜へ 問円S

11,206東

ﾡ炭生産量

注:戸倉村の盆堀で生産された木炭ば, 昭和1 5年以前は全部白炭であった。 

昭和 1 5年頃西戸倉の内合安太叩が初めて黒炭察を築いて焼いた, 

白炭の登は大体石を用いて築くが黒炭ﾡは土を用い, ﾡの大きさは昔 通 

前者の 9倍位である。

材料の原木はいずれ も生め木を用い白炭の地合は 5 八位, 黒炭の方は ・ 

尺 5 寸位忆切って窯に詰め込む。白炭は火をつけて 1 日i燃やし, N 

赤になった炭を窯から出して湿った灰 (ゴパイ)にく るんで消し 1 ﾡで 

2 0(=5依)の微品ができる。黒炭は火をつけて 1 日燃やし,依は 

ﾡをﾡ閉 して 蒸し焼き に し,窯の 中 ですっかり 火を消 してから5日目 c

(年度) (木炭) ( 薪 )

明治42年 8.500依 18.600

大正 4年 1 5.000依 15.800棚

大正 0 年 1 1,600 依 1.020棚

明和11年 8.500俊 300石

昭和2 6年 1.845依 2 7,000束

-70-

坂り世し, 1緊の製品は白炭の約3倍である。

現在 ( 昭和 *8年) は盆堀あ る 4森の う ち 3 窯が黒炭窯であ る。

明治98年6 月～明治3 9 年 7 月の小宮ﾡ役会所の林産物出荷一覧袋はつぎ 

○とおりである。(村誌戸より引用した)。これ によ って当時当地から役に 

よ2て出荷された林産物の量とその性ﾡがわかる。

( ag ) (役坂知) 7回 数、 (価格)
丈 筏 2.505枚 626,250 150.562・500

二 間 筏 205 9.8+0
尺*1.9 68本4 ト

6.566.100

=半後 4 3 1.5+8
尺X 485本3卜

1,945 : 5 0 0

三 N 筏 1 0 3 3.7 0 8
尺* 1,148本4 ト

4,597.600

三#役 3 0 720
尺* 4 0 4本4 ト

. 2.122.700

q 間 ﾡ 1 2 240
尺* 172木+卜

962.000

日#彼 8 160
尺* .1 1 5本2 ト

6 8 7. 6 0 0

五 l 5 100
尺* 96本2ト

658.8000

R 杉 ﾡ 1.675 13,400 4880.600
ぬ 木 15.000 0.000.000
七尺力九太 1 0 0. 0 0 0 3.4 0 0.0 0 0
丈丸太 60.000 3,3+0.000
・ m 3,400東 3. 6 0 0. 0 0 0
平 - 寸 板 0.900枚 1.7 0 0. 0 0 0
大 H

剤
1 5 0束 1 8 0.0 0 0

賃 ・ 523 5 8 5. 0 0 0
町 8.610 1,824,000

朶 板 ・ 2.517 1.8 4 0.0 0 0
皮 3 2. 3 8 3 9,252.00 0

35,430 14,174000

___ ________ ____ 224.877.900
-7 1-



たとえ旧戸倉村でけは盆堀谷千力沢の3 00町歩 ( 台帳面称3 0 0町,笑 

測面積700町)は明治末湖まではスギ, ヒノキはほとんどなく, 伝名沢と千 

ガ沢本谷の一部にクリ,モミ,ツガ, トチなどの大後木 ( この大径木から当時 

板材や枕木材を採材した ) が茂っている以外ば全山広葉樹林 ( 新炭林の木林 ) 

の入会池であった。刈を谷九立沢も明治2 8年までは広葉樹ﾡ林と単刈場からなる人会地であ 

った。これらの入会地が分割登頭されて付行林が作られ 戸倉村造林条例が作られ スギ・ヒノキ 

の造林が開始されたのが明治3 8年である。

( 当時の戸合村村有林は現在,五日市町戸倉地区の戸倉財産区有林( 台帳面積 

219町6反5故21少)になっている。)

明治3 8年に作られた戸倉村ﾡ林条例には, つぎの上 うに示されている。

(村誌戸倉より引用した)。

第1条 本村は太財産を造成するため太条令により ), 水久継械事条と 

して用材, 薪炭材の造成をなすものとす。

第8条 造林は左記村行山林原所合反別3 28町5献23歩(者法 :=台

极面積)の全部を行う もの とす (山林地番及び面希,中略)

第9条 造林は土地の肥及樹ﾡの適否を溢別し, 植樹するものとす

第+条 造林をわかちて左の三種とす。

1 甲種 村経営材用林の造成

1 乙i 部分用材林の 造成

1. 内稲 村経営薪炭林の 造成

第 5 条 甲林村経営用材林は毎年杉扁柏苗 30000 本以上をﾡ救するもの 

とす。し村縦済に余裕を生じたる場合は前項以上のﾡﾡをなすと と 

を得。

第0条 村債を起す場合或は木村の全部に渉り,非常の災害 あ り た る 

と きは村会の決に依 り 共の年度に頃 り 甲郡油林を停す。

第7条 乙前部分林は太村住民に労力貯ﾡ及篇林を奨励するため。人以上日

結の 造林組合 を 組織せ し 血 苗木 我 他 植 栽 に 要する 一切 の 費用 及 培求

・ 労役等を其組合に於て負担し,杉扁柏樹の就栽をなさしむるものとす 

る.

前項に よ り植栽をなさんとする造林組合は植樹口数及場所其他必要 

なる事項を明記 したる 而を提出 して 村長の 認可を請 く ベ し 。

第8条 丙林村経営の 落炭林は摘,極, くぬぎ,共他の維木林とし, 天然ﾡ 

芽更新林とす。

第0条 林区は山地の 形状に依り 定む といえど も 甲種 林に あ りては可成1万 

本ﾡを両種林は 1 町歩内外を 1林区と し,各林区毎忆が号標石を必つ.

乙和林に在ては 1.000 乃至 10.000 木植を以て 1 株区とす。

ﾡ 1 0条 栽培手入保護等は左の各項に準拠し施行す。

1. 甲ﾡ及乙ﾡ用材林はﾡ求前林地の流木草等を刈除し 1 町歩 

5,000 本の正三角植とす。但し平地は方形植とするも妨げなし,

2. 植栽の苗木枯損したる と. きは翌春必ず繡植を行う ものとする。

8. ﾡ栽の初年は8 月に 1 回翌年よ り 向 4 節年間 6 月,8 月 の 2 回.

齒後 5 箇年間は毎年8 月 1 回下草を刈取り,樹川に撤布す。ﾡ切り 

枚打等は樹木生長の度合に応じて之を行い, A雪審及他の被害に 

対しては時機適当の措置をなすべし。

4 丙種薪炭林は用材林の不適当と認むる個所を撰び,在来より生立 

せる推木を保護し,尚班在の個所へは, 優, くめぎ等を補植し, 

造成を期すべし。

5 . 隣接地に野火延焼のおそれあ り と認むる地点には防火線を設け之 

が予防をなすものとす。、、

第11条 甲和造林に要する杉同柏苗木をﾡ成するため苗町を設aす。

苗岡は村経営林に必要な る産出すべき規模に依り 設計す。前項苗 

木にして 付経 営林に 植樹し 尚残苗 ある とき は 希里 者 に 払下 ぐる もの 

とす。苗画は適当の個所を選定し借地す。
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第12条 用材林にして伐期に述したときは共年度献出の程炭を樹府し,甲 

種休に 在りては一林区, 乙稲林に在りては2林区 乃至 3 林区,円融 

株に在り ては 5 林区 以下を 毎 年椅伐法に依 り 伐探す る ものと キ。

戊探跡地は翌年必ず植樹を完了すべし。

伐採すべきﾡ樹は凡て公入札礼を以て之を売知す。

第13条 路時費非常に多額に上り, 止むをさる場合は村会の決誠に依り 

前条以外に伐採するこ とを得。

第14条 造林祖合の植栽したる樹木伐期に達したる ときは公入札を以て之 

を売却し, 入札に要する'費用等を控除し,残余金の+分乃至5分5 
画の範囲に依る報駅を与う るものとす。

第15条 盗林組合にして共ﾡ樹したる林区の保護残培困難にして伐期で 

維持すること能わさるときはそのﾡ林区を返還せしむ。前項の場合 

C於て村長は共の樹木に対し,評価人3名を選び公平に時価を評価 

し,共内ょ り 訴価人手当及評価にﾡするﾡ用を控除したる受余金 、

• 分乃至5分5ﾡの範囲に依る報ﾡを与うるものとす。

但し ﾡ 冰 ﾡ合は 共評価々格に対し不服を申立つることを仰ず

第16条 独林組合け何等の事由あるもも共統樹林区に対する報問取骨権と 

第3者に市入, ﾡ入又は譲渡することを得ず。
・ • ・

第17条 造林細合に してﾡ樹認可の日より2 箇年以内に共林区に対す る ヤ 

樹を完成せざる ときは認可を取消す。

前項 により認可を消したる場合は共林区を現形の僅回収 す.

第18条 左の各項を迎守せざる造林ﾡ合は共ﾡ樹せし林区を回収す。

1 『樹後下刈 り 次手入保護券不完全に し て役場 の 指 W命令 iに 従 ご 

るとき。

2 . 本条例ﾡ 1 0 条及第 1 6 条忆違反したる とき。

第10条 林区回収処分を受けたる造林組合は第 14 条及第 1 5 条に依り報

酬取得権を失 う <

第20条 木糸例に依る経営をﾡ成するため, 常設造林委員 6 名をﾡき任期 

は 4 ﾡ年とす。

第31条 油林委員は左の務を辛る。

1 村経営感の植栽人夫の指揮監督

2 . 時々甲乙両種林区を巡視し,第1 0条及第1 1条に関する事項を 

完全に実行するとと。

以上の外造林に 関する 諸段の措设

第。2条 油林を行いたるときは横林台帳, 人夫台帳, 造林区域図等を備へ 

置き之に林区番号, 樹樹年度, 目数, 補植数及費額箕他必要なる沿 

革を記録するものとす。

第28条 造林施業状況及成績は毎年度村会に秘告す。

第2。4条 木条令に依る造林々区は征露戦捷記念のため凡て我帝国陸海軍西 

将の姓を命名す。

第25条 木条令は明治 2 8 年度 よ り施行す。

この戸介村造林条令について若干補足しておきたい。用材林の伐期(、第12 

条)は当時9 0年とされていた。村有林の台帳面積3 2 ・町(第2条)の実河 

商ﾡは5+4町(大正元年実測)であった。第4条の甲ﾡ林とは村の直営造林 

地であり, 乙州 林は分収林で,両柳林はスギ •ヒノキ の泣栽不適地を誰木林(薪

) として経営するものであった。具体的に述べれば甲和林は村費で毎年 1 

万〜3万木(大正元年以降9万木)のスギ・ ヒノキを植えつけ, その比金とし 

ては農工銀行の株券(村有財座) の 利益配当 令 と 森林 収入 等 を あ 

て, もし不足を生ずる場合は通常予算から支出することにした。 戸倉村では明 

治9 0年以除, 村経済安定の目的で恭本財産蓄積条例を制定して国旗交付金 

府税交け金,厳計利余金ををﾡﾡしてきたが, これを大正2年に廃止し, その 

心阻をケべて造林費に充てる ことに した。遊林巡営監督は造林委日 s 名が当り 

( 戸 G 村油林条 例第10条), 苗 木 営の 苗知 で 仕立てた。乙m 林 (第+条, 

ァ 7条)は片と村民の部分林でこれは村民にﾡ労と貯諾を契励すをため, 3
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人以上団結して造林ﾡ合を組娘させ.組合の災用をもって松樹育成し, 伐採の際 

は4分〜5分5風の報酬を与える仕細み(第 1 4 条 )で住民の福利を目的と し 

たものであった・

こ う して当時の村方林の造林事業が年々進められたが,大正元年に村有林の 

・ ■

実渦を行って付有林の実測面ﾡが確定した大正2年までに(つまり明治8 8 年か 

ら大正2年までの 94間に)304150太がﾡ栽された。(=第1期)。 

当時の計画では第2期として大正3年～大正1 8年までの間に54万木を, 2 

3期と して大正 1 9 年よ り大正 2 6年までの8 力年間に 3 3 万木を横付け る こ 
・ ・ ・ ・

とになっていた。以上のよ う にして村財政を安定させる目的 (第1条) で造林 

にすべてをかけて村をあげて林相の改善が実行された。そのi,明治4 0年の 

東京勧業博覧会, 大正。年の東京大正博覧会にそれぞ九出品した戸倉村林業経 

営調査と戸倉村有林事契計画科は成ﾡ優良として表彩され, 大正0年には大 

日 本山林会か ら 変形さ れて大日 本山林有功銀流を受賞した。このょ5にして油 

成された旧戸倉村村有林は戸倉村が昭和3 0年に五日市町に合併した時に戸倉 

財産区 として経営される ことになった。今日, この戸倉財産区有林は美林にな 

り, 往年の努力の結晶 として年々 多額の伐探収入をあげている。

前記の戸倉村盗林条例 (明治98年) の第 1 o 条から当時の造林技術の大要 

がわかる ・

明治時代の 当地の人々の生活は山仕事(伐木,造林,製炭)と送述が主業で 

あった。

時代から当地では一般にはスギ9 0年, ヒノキ+ 0年という伐期(主伐 

年令)が採用されていた。 1部分にはもちろん4 5年生で主伐する山林も60 

年生. で主优する山林もそれ以上の年令の山林もあった。スギ9 0年という依用 

がすでに明治時代から一般に採用 されて いた理由 と して地元の林業家は「経営 

主体(農家が多い ) の経済的盟由」( 義営主体に解済的な余裕かないから木セ 

長く山にMかずに90年で主する)をあげているが, 他方, すでに当時か 

足場丸太(長杉) と 丈丸太の需要が多かった こ とがあげられる。 ( 上掲の小,

I ■殿所の林産物一覧表を参照されたい)。当地では林木の販売は当時も現在

ら立木販売で行われている。

明治時代は間伐はほとんど行われなかった。開伐を行うとしても枯損木(立

ら枯れ木)を伐る程度の羽度伐が行われる確度であった。

・ S
校は当地の一部では江戸時代 末 期 から行 われていた。 戸倉で昭和 3 4 

年に00年生ヒノキ (=明治2年ﾡ裁)を伐採したところ下から 13～1状まで四方無地の木が300 
本のち1 8木あったことがまると "う。しがし一般には 明 治 時代には枝打ちを行わないi林も 

ったし, また15年生で1回だけ低い枝打ちをした山林もあった。 枝打ち

した校は明治時代には人家に近い山林の校は燃料に供したが人家から遠い山株 

で山へﾡてられた。技打ちの道具 としては明治時代から斧 ( 両刃 )が大部分

われている。枝打ちは斧を使って下から 1 回打ち上げてつぎに上から打ち下 

す。このは四団土佐の産で木ﾡから伝って来た (木田の柚夫が当地へ出稼ぎ 

に来たﾡにるって来た ) といわれていろが五日市のﾡ治屋でも作られている。

た打;, には斧のほか ナク (両刃)る使われている。3mのﾡ子を使うような高 

い地所の校打や ( 当地としては例外的な場合)にはナクを(使う。

明治時代には山からスギの種子を採取して来て, 自家共苗を行った。林木

○拡求木数はﾡ治時代には 1 町歩あた り3000〜3.500本(坪1木) ﾡえ

ろ人が多かったが 1 部には 1 町当 り10.000本( 8 尺 5 寸〜 2 尺 8 寸間隔=

• ； ﾡ の柄の長さを基準にした ) も植える人もあった。 当時は 1 町当り

2000木ﾡえた人もいた。(当時密植した人は足場丸太を生産目標としてい 

っHka 一般には銀が使用 されていたが一部ではつるはしのついては条 (ハジッル)も使われ

ら ハグツルiく てﾡﾡ作業の能率か下るのであま り多くけは使われていない。

両川地方, ( と く に東吾野) で突行されている堀っかけ当地 (五日市 ) で 

*火行されていない。

起しゆは ワラ縄を便って行われた。

F刈りﾡ費後 5 年間は毎年年 2 回実行し ( ﾡ付けた年は 1回だけ下刈 りする)

- ○後5 年間はは年1 回実行した。下刈 り の草刈練は明治時代には柄の長さ 5 0



cmU後の小さい領か使用された。 .

このﾡは片刃の ものと 両刃のものがあったが, どちらかと いえ片刃の ものが 

多く使われた。

以上,明治時代の逃林技術について略述したがその後昭和初期に一帝分に間 

伐が導入され,突行された。 たとえ当地方の小ﾡ家では昭和10年頃2 0年生 

で本数の 3 割を間成し,その後2～3年後に本数の1割を間伐し, さらc9〜 

3 年後に本数の 0. 7 〜 0. 8 割を間伐し, 90年でﾡ伐する施業なした。同家で 

は大正8年に奈県の吉野の土命庄三郎を訪れ, 間伐技術を召った。同家では 

そのような施求を昭和3 0年頃士で(先代の時代に)行ったが現在は2 0年生 

林木から弱度の問伐を 5年おきにく りかえす施業をしている。

また昭和1 5年頃から攻京都庁や森林細合を通じて間伐の奨励が行われ, 型 

在では一般に 1 5 年生で除俊 ( 本数の 0. 5 割)し,I伐 (本政の 1納前後の 

間位)を2 3〜 2 5年生で実行する施業が行われている( この間伐の間伐材 

足場丸太として販売される。)。ただし地利の悪い山林ではこの間伐材も捨て 

切りされている。一部には現在も間伐を実行していない山林や枯損木を伐 ろ屋 

度の極めて羽度の間伎だけ*行している山林もある。

主材の伐期は現在るスギ8 0年ヒノ+4 0年が当地で一般的である。足地丸 

太を生成日録として3 5年生で主する人も一部にいる。 また1部には。

100年を伐期としているるのもある。 ・

校打ちは終戦後(昭和80年頃に) 「良材生産を目的として」呉刷され普及 

して一般的に突行されるよ う になった。

現在当地で行われている枝打ちはつぎのようなものである.

第 1 回枝打を 8 年生で実行す る。第1 回桜打ちの桜下高 5～0尺(ﾡ、 

である。

第 2 回枝打ちは, 1 5～18年生で実行し, 枝下高1 0～1 9尺まで行す 

る。1 9尺まで枚打ちする時にけは,0〜7尺のﾡ子を使用する。 (ただしム 

前は使われていない。)スギ *2回で校打ちを止めるがヒノキは第3回校打ちン20年生で央行 

(この時に校下高 2 間で枝打ちする。さいきん(利は4P)は労務者不足と労賃高Bで-部には 

技打ちなしない人なでて米た。現在,校打ちの道具と してはオノ(両と ナタ(両刃が使用されて 

いろ。さいきん(W144年) スウェーデン製(サ ウンドビック) の枝打銘が一部で使用 さ 

れている。この機械が当地に導入されたのは昭和 4 2年であった。

現在は枝打ち した枝は全部山林へ就いて く る。

商 cついては 大正〜昭和初期 に 赤枯病が流行 し て から 一般 kに 自 家益苗が行 わ

く なった- 第2次世界大戦の終戦前は神奈川県や茨城県から同入れた苗を 

使ったことがあった。現在は場業の苗木業者が五日市町内に3人おり, 地元産 

の開入苗がﾡ林 されており, さらに 清梅 市の苗木業者か ら も 苗を購入 している。

木のﾡ裁本数は現在, 1 町当 り3.000 本横え (0尺*。 尺権え ) が最 も 普 

辺的に行われている。1 部には 1町当り4.5 0 0 木ﾡえ (5尺*5尺出え)を 

行う人もいる。

昭和20年川後に 1町当り1.400 木ﾡえ (0尺*9 尺ﾡえ ) が奨励 された が 

それを行した人はご く一部で, 大部分の人は当時でる 1町当り 3. 0 0 0本協 

え( 6尺* 6尺協え)を 突行 していた。昭和 3 5年頃には1町当り 5.。 0 0本 

Mえが東京都によって契励された。当時5.。 0 0木拡えをすると下刈を早く完 

「ナる効果がある と いわれた。しかし一部の山林では殺後密協( 1 町当 り 4000

.51 上結 浅)した林分 ( 当時密結した林分の生産目標は足毋丸太であった )で 

さいきん(ﾡ和 + 3 年〜 +4年 ) 営害 と 風者に よって 全滅 した個所があ る。

スのﾡ救には 1 尺 5寸の苗が使用され, 1 日 1 人の尬我工程は 2 5 0 本前 

後である 協 ﾡ作菜は 日 総制 で実 行されることが多い。 (請負制にすると 仕当 

が株になる )。

下刈 りはは照和 9 5 年頃 ま では +〜5 年生ま で年に 2回(たゞし旅え 付けた年 

*年1 ・) 実行ざれていたが現在 ( 昭和 + ・4) は被付けた年を含めて 8 年生

4 で年1回行されているのが普通である。しかし1 部の山林経営名•は林栽後 

9年間は 年 2回(ﾡ付けた年は年1 回) 下刈 りし, その 後造林木が7〜8年 c 

なるまで年1回下刈りして, その後は2～8年川, 1年おきに1回下刈りをし
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ている。個々の経営の具 休 的 労務事情によって下刈り回数はﾡるが 何れ の 場 合 

にも明治時代よ りは下刈り回数がすくなくなっているこ とが同 われる。油林木 

が + 〜 5 年生 になるま で年に 2 回下刈 りをすると同じ 期間 Iに 年 1 回刈 りをした 

合に比べて相応の効果はあるが, しかしさいきん (昭和+ +年)は労務者不 

足とそれに ともなう労賃の制嘘で年2 回刈り を実行できない こ とが多い。

現在(昭和4 4年), 当地では下刈鎌は長打(丧さ 1m5 ocm)の両刃の大 

・
きい線が普通一般に使われている。両刃の下刈鎌は右へも左へも振って草を刈 

る ことができ るので片刃のﾡよ り も 能率があがる。 この型の下刈ﾡ第2次 

大戦後,長野県の木骨から当地へ入って来たものである。

§ 8 檜原村(東京都西多摩郡檜原村)

まず当村のスギ, ヒノキの造林技術について報告しておきたい。

当地も秋川添いの谷筋の肥地の一部にはすでに徳川時代から造林が行われ

ていた。 ' • • " ・

さいきん主伐されたスギ人工林で2 7 0年生の山林があった。現在よ り 270 

年前に ﾡﾡされたとする と この林分は 1609年( 元禄 12年) に植栽された 

ものである。ま た昭和 39年(1904年)に主伐した時 1 2 0 年生の ヒ ノキ 

株(=1844 年ﾡ栽=弘化元年ﾡﾡ ) には枝打ちを した痕跡があった とい う。 

明治初期には当地でば特殊な枝打用具を使っていた。(写真を参照されたい)。 

この枝打用具は当 時小河内村から導入された とい う。

.引治初期に は 当地や小河内村一円 で このよ う な用具が枝打ちに 使用 されて い 

た。この用具は現在(昭和 4+年) は使われていない。

徳川時代から明治時代へかけて当地ではスギの苗木は自分の畑にスギの種子 

を播いて作った。ヒノキは山引苗を畑で仕立てた。サワラは押木で苗を育てた。 

明治時代はﾡ太数は一般には1町歩3.。 0 0本前栽(坪1本ﾡﾡ)が実行 

さnれ, その突行には0尺ﾡを使って問隔を測った。雪起しは細を使って行われ 

た。下刈りは昭和の殺前も現在も1林分について年1回交行された。下刈の用

は界二次世界大破の破前までは小さいﾡが使われた。枝打ちは大部分がォノ 

で行われたが村全体と しては枝打ちをしない林分が多かった。彼町はスギヒノ 

キについては4 0年の伐期が平均的に採用されていた。明治, 大正時代には林 

木の販ﾡけ立木処分で行われ, 五日市の 戸倉の 材木屋が 管流を して 戸介の土場 

メーマんだ。当時の運材の方法としては修羅,木馬,地車,地引きなどが利用 

sれた。そのよ うな状態であったので明治時代以前にﾡ林された造林地は川へ 

出すのに客易 な所が多かった。

明治2 7年当時, 東京日木ﾡの県服商荒井氏が当地に+ 0 0町の山林をル入 

してﾡ林事災を展開した。 この人は栃木県の小米川の出身でそこの造林技術を



当地に導入し。その特徴は1 ha 当り1,40 0本松裁( 9尺* 9尺Hﾡ)で 

あった。しかし現在はこの経営も 1町あたり8.5 0 0 本ﾡ栽を突行している。

羽在, 当地では1町当り+000木ﾡ栽が一般的に実行されている 1部で 

は1町当り6.。 0 0本ﾡﾡも実行されている。昭和3 7年頃から寄ﾡが突行さ 

れるよう になった。しかし近年 ( 昭和 43～44年) に発生した管害はこの密 

ﾡ化ﾡ向に反省をもた ら し,昭和+4 年現在 1 町当 り 3.000 本ﾡえが再校討 

され,話題になっている。

補技は植栽本数の 15 分行われている。東吾野で実行されている よ う な垣 

っかけは実行していない。現在,雪起しにはテーブ,ワラ紹, 針金(1+〜20 

番線)が使用されている。下刈りは現在, 一般に植栽後7～8年まで年1回実 

行されている。一部にはMﾡ後4年間, 年2回下刈りを実行している人もある。 

現在校打ちは1 5〜1 ・年生で枝下55〜6尺まで打ち (=第1 回校ち), 

2 0年生前後に 1 0 尺のハシゴを使って枝下高15 尺まで枝打ちする (根曲りの 

部分を計算に入れて1 0 尺もの 1 木を無節材にする )。枝打用の用具はオノ 

(両力)またけはナク (両刃)が使われて いる。校打ちが.当地で比較的広く一員 

的に行われるよ うになったのは第。次世界大版の終戦以降である。現在でも枝 

打ちする人もしない人もあり, 村全体と しては枝打ちをしない林分の 方が多い 

ﾡ在,間伐は地利の良い林分だけﾡ度(枯損木を伐るﾡ度)に行う。間伐材は 

足世丸太と して販売さ ろこ とがあ 。過去忆は冏伐材は燃料と して消"さ 

た。地利のわるいいわゆる央山では間伐に突行しない。

現在,一般に当地では主伐の年令はスギで9 0年, ヒノキで4 0年でなる。 

主伐材からは主と して3寸3 分〜3 寸 5 分 向の 小用 材が採材され,良い主 '、 

からは4 寸角の通し.柱が採材される。 柱にならないものは足場丸太に採材さ 

九れろ。現在, 当地の一部には2 2〜2 8年生で主伐してもら足場地丸太を村 

する林業経営昔もある。現在, 00年生以上の林分は当地では非常kにすくない。

過去にあった高令大径木はダ2ﾡ世界大ﾡ中の強 制 伐採 で 収 されたという 

以上, 当地のスギ, ヒノキの 施発技術について概説しか,以下には当地の 

相の変化をめぐる 長期的な歴史的事情 について一莒 しておきたい。この節の目 

ﾡにも述べたよ うに 当地の秋川沿いの一部の林地には徳川時代から スギ ・ ヒノ 

キの造林が実行されていた。とはいう もののそれは』めて限られた面稿でをあっ 

た。当村の大部分の林地面稿は徳川時代には原生林(大径木を測えた天然生林) 

と 推木林 (ﾡ炭林) と 採草地であった。正保年間 (1044〜1647年)に 

当地から五口市へ炭を出荷していた紀緑がある。当時 小河内, 小首,円波山 

の諸村は氷川, 梅への交通路の不整備と五日市・ 八王手の物価が比較的低廉 

であった こ と に起因 し てﾡ原村を経由 して五日市と交易を営んでいた。徳川時代から 五 

日市Iに炭市が開!かれ (平保 7年=17 22年大岡地町守の城許によって回i市てﾡ市) 開れるかてななっ),

Q ・ ・
木炭は徳川時代から大 正時代へか け て 情原村 の要な 商品産物であ っ た 徳川 

時代には格原村ではﾡ炭を五日市へ荷し, ﾡﾡと引換え,教物を買付けてﾡ 

際村へ分った。渝原村では米は勿論, 殺知の全生産を合めても1年のうち2〜 

oカ月分しか自給できなかった。

文政8年( 1 8 2 5年)天保1 2年( 1 8 41年)には 原 村 

で「戻山議定 証文」が空かれ,人会山 の 利用 方法,ﾡ方について 

処 制 し, そのﾡ守をﾡ求している。 この 「展山 議定 証文」 cxれ

村の入会炭山 は各ﾡ(=部絡)に買い諾けられてから, こ 

れかさらに細内部のﾡ炭生旋者にﾡられたが, その利用, 焼方忆ついては多く 

の規制か行われた。炭山 で窯 1 ロ 1 年間所ﾡ立木 (約 1 町歩 ) を 1 口場といい, 

これを現金ﾡに上って求める ことが多かった。この山代金の支払いが不如意 

の場合 には五 日 市 の 炭問尿( 徳川 時代に8 5将あった)などから前公を受けて 

のちに炭 ( 生産物 ) をその四尔へ売却した。ﾡ原村で生産された炭は人が背負 

っ:り(1人2依), 牛馬の 背( 1頭7〜8依)に乗せて五日 市へﾡ送 された。 

高改元年(17 8 0年)に五日市へその周辺地市( 泊原も含む)から出荷され 

た以けは185,108依に及び五日市では毎月5日, 10日, 15日, 20日. 

25ロ, 80日の6度市が立ち, 10月, 11月, 12月の3 カ月は格別の 市 

が立つたという。
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さて, 构原村ではこのよ うにして彼川時代から製炭と米材生産が行われてい 

た。そして森林面ﾡに占める林相のウェイ トは葉樹人工林(スギ ・ ・ノキー 

秋川添いの林地) よ り もﾡ炭林の方がはるかに高かった。現在 (昭和4 1年の 

東京都ﾡ済局林務課の続計 ) では針英樹の面積が林地面務の 9 0 %を占めてい 

る。 その問の変化とその因を明する こ とはﾡ原村の林業史の一端を解明す 

ることにななる。 ・ : .

そのためにまずﾡ原村の森林面ﾡを所有主体別に明らかにしておきたい。昭 

和2 9年現在の所布主体別山林面ﾡ(台帳面ﾡ)つざのよ うである。 .

• , * ・* ・ ・

( 資料 :東京都務局総務部企西1ﾡ: 都下山村自 治の実態別在報告ﾡ(西 多 

¥ 部ﾡ原 村について)昭和8 2年発行)

; 林業 金 監調査会網 昭和32年)

3 ・年発行)

)

総山林面積 7.882町(100) 「都布林301町 (492)①
-社寺有林 6 o町r (0.8%)
-国有林 0 (0%)
一や布林 0 (0%)

私 冇 林7431町(043)
・ ・

r-山 1 8 3河
部落有林 (組共有地)100 5町のうち「デ, 

(函H16年4月1 日に) 一-原野 832町

-部商有ﾡ(紀共府地)3
1.0 6 5町
( うち 146町ﾡ行流休)3
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格原付の外葉樹林率の変化 (公私有林総面荷に対する葉樹面積の比半(%))

ﾡ#: 大正6年〜昭和3 0年は林業金/基継詞在報省(30)式京ﾡ画多際紙的原村(全求逃;林炎金全融細会綱 g和。。年 

昭和9。年けは1 9 ° 0 年農林業センサス市町村別統計書(農林雀統計課査理編,昭和 3 6年発行)

昭和+1年は東京都の林業 (統計集)(東京都経済局林務課桐 昭和4 1年1 2月発行)
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この表について若干の説明を言き加えておきたい。(つぎの得号は表の中の 

写好と対応している。

マ 都行妹(3 0 1町)はﾡ川時代には著府の御林であったもので, 明治維新 

後御料林に編入され,昭和 1+年0月1 日に 不要存在林 とし て東京都に払下 

けられ.たものである。 都有林の立木の却は地 

元の部落に対して行われ, 地元席落は火災予防その他山林管理に服すること 

になfっている。 (昭和44年現在, 細有林301町のうち, スギ・ヒノキ・ 

カラマツの造林地が1+8ha ある。この造林地は昭和 2 8 年以後造林され 

たものである。こ②造株地以外に(そミ •ツガ •ザッ天然生林が成立してい 

る。) サ・

2. 都行林地がﾡ原村に2 5 6町ある。そのうち1 4 6町は部落有林(ﾡ共 

行地一南郷の矢沢共有地)に行われており, 1 00町は私有林に行われて 

・る。この都行造林地は昭和+年から御大典記念事業として行われた。経営 

形式は分収林形式で行われ, 分収率は東京府が収益の55%, 地主が+5% 

という のが原則と されているが, 当村の奥地 ( 数馬) で。 0～70 %の分 

収歩合を東京都が得る突約になっている。新協, 捕植,手入の享業は東京府 

の資金(小求予算 ) で行わ力, その労力は地元部落が有償で提供 している。 

この初行が林はﾡ和4年から昭和1 7年まで毎年ﾡ裁業が実行され, その 

後, 紀元20 0 0 年記念事業として都行造林(恠林事業)が昭和 1 5～1 9 

年にわたって行われた。しかし第2 次世界大戦の戦中載後の都財政上の型由 

などから造林地に手入不足地を生じ, 不成積造林地も一 部に生じた。その結 

丄,昭和25～98年度に不成統造林地の一城を契約解除したり,改ﾡした 

りした。結局, 昭和 2 9 年現在,构原村に 存住している 都行造林地は上記の 

ょに850町である。(その後,昭和3+年度より御成崎記念都行造株が 

行iわれた。昭和4 5年現在, 477.18 ha の都行造林地がある。)

•； 部落有林約 1005 町は和 0～10 年にかけて実行された 部落 有財産統 

一の結果成立した。部諾有林1 0 6 5町の1れである南郷の矢沢共有地では 
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都行造林が実行され, その造林地を基木ﾡ産として南郷居住者1 1 8名を構 

成目とし, その収益を公共発に使用する公を法人同気共益金(岡和1 7年 

1 0 月設立)が作られている。

そのほかの一般的な組共有地 ( 部落有林 ) は一部は採草地や製炭原木採ﾡ

• ・ ,

のために使われ, 一部は人工培林されている。この人工造林の経営形式は組 

自体で行うもの(例:合掛細。昭和80年0始),ﾡ(=部落)と組ﾡ成員 

の間で分収契約を し て 組 構成員 が 実行す るるの, 細 と 親外の 個人 または N,;

が分収契均を し てﾡ外の 個人 ま たは団体が実行する ものなどである。昭 和 30 
年後の植林ブームで組共有地の造林が増えた。

③ 純粋私有林6 866町の うち村外山村所有者の所有する ものが 1 920町 

である。この村外所行者達はいわ既にスギ, ヒノキ用材林業の成立してい 

厂 ・

る地域に周住していて, そこでスギ,.ヒノキ用材林業を営んでおり,したが 

ってスギ・ ヒノキ用 材林契の有利 性を 知って おり, 育林技術を もっていた人 

述(具体的に はは栃木県小来川の 出 身者で東京日 本橋 で事業 を してい る 人や チ 

村の五日市の林業家の人達 )である。この村外所有者達は明治末期〜大正時 

代へかけて桁原村の 舞木林を 購入 し,林和転換事業を展開した。その林和転換町業の一 

・ ・ I
部はすでに明治 3 0 年須からが手されて る が一部は今日 まで行われている。

③ 村内森林所有者の もっている5 0 4 0 町の うち10 9町は既述した都行速 

林地である。チ りは一般の村内森林所有者の所行している山林である。

以上の上 うに所有主体別に当村の山林面積事情を考ﾡしたうえで次図と前因* 

対比する ことによ って格原付の林楽のﾡUについてつざのよ う な 考索を行う こ 

とができろ。

1 ) 性川時代には契炭4拠が活発に行われていて, スギ,ヒノキ用材牀の:-: 

は秋川の谷筋の搬出の優利な部分に限らていた。採草地がかな りあっ たに

2 明治3 0年から大正へかけて村外森林所有者か林地をﾡ入して林種転換 

当業を行った。 もちろんそういう動きに刺戦されて地元の 森林所行 * て•ハ、/ 

伝換を行う人も出て来たことが考えられる。しかし, 一般には地元の森机旺
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有者で積極的に造林を行 う 人は大正時代にはまだす く なかった。当地では流 

を(性流)が終末をつける の が大正末期で,その後は米材のﾡ送が行われる 

のであるが, 関東大ﾡ災流後の木材好況期に比教的奈材生産量がすくないの 

は当時の林況を物超っていろ。

他方, 大正時代には製炭事業がさかんであったことが図から同われ, ここか 

らS当時の林相が推察される。

しかし昭和1 0年前後から系材生産量が増加していろのは, 徳川時代以央 

一部でわずかずつ実行されていたスギ, ヒノキ 人工林ﾡ業と明治大正期の林 

通伝検 り業の成果とうえられる。

3)昭和初期には都行油林事業衆がかなり大規積に展開された。これは地元の森 

林所,者にもスギ,ヒノキ造林への刺戟を与えたと考えられる。

・)第。次世界大戦終戦後今日まで続いている木材ブーム。道路の改良拡充。 

昭和30年代の燃料革命。草刈場の無用化。(ワ ラ屋根の衰退,肥料の化学 

ピ料への転向, 消路の拡充—— 自動の普及 ― 牛馬輸送の消滅-銅料用 

事地の不用化 ) などについては当村も例外ではない。これらの傾向と相立

って昭和3 0年代( と くに昭和3 5年前惨)にけすざましいいきおいでﾡ林 

ﾡ(林種転換)が全村を風ﾡした。村内森林所有者はるちろん, 林地をもっ 

ていない村民る分収造林を利用してスギ ヒ ノ キ造林地への林稲転換を実行し 

・

な 8去にみられた採京地岩石地やスギ・ ヒノキ・ カラマツなどのﾡ裁不 

盗地以外現在(昭和4 ・年)はとんど外葉樹を造林されている。かくて今 

日(昭和+1年現在), 当村の葉地人工林面ﾡは林地商積の6 0るになっ 

た。しう、しこのような小情であるので,当村の針葉樹人工林は現在(昭和 

・44)のところ, 幼令林が多い,
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X 摘

1. 前章には靑梅西川林某地帯の各地の林業技術について過去から現在までの 

展開を略述した。

ま, 現在実行されている個別技術的な特微をスギについて論誠しておき 

た い。

a) +0〜5 0年の伎期が一般に採用されている村としては東吾野があり,

2 5年の伎期が一般的に採用されている地域と しては ・青梅があげられる.

b) 下刈りを1 林分について年。回刈っている地城は東吾野のはか各地にあ 

ったが下刈り を年1 回刈り している村はﾡ原村である。

c) 枝打ちをもっと も然約に実行 している村と して東音野や吾野があけら 

れるが校打ちをしない林業経営も枝打ちとする林業経営もある地城と して 

は五日市, 格願, 奥多摩などがあげられる,.

’d)間伐を積極的に実行している地域は東吾野,吾野で,間伐をあまり積樹 

的に実行していない地域と し ては梅, 五日市などがある。

e) 植栽 ホ数は ど の 地域も 3.000〜+000 本であ った。こ れは こ の地方

・花( 青梅西川林業地帯一円 )にわたって雪審や風者があ り, 過去に何 ； 

か各地で試みられた密ﾡ地( 1h当り+.5 0 0本以上ﾡ栽した林分)にﾡ 

害が多かった という 経験的事災か ら4500 太以上の密ﾡが排され た こ と 

と,歴史的経済的事情からこ の地方が小丸太,足場丸太, 小材の生廃地 

であるという市地条件のためにﾡ( 1haり2000 本以下の傾絞)が 

排されたこ とによるとえられる。

2 ) 仙別技術的な特徴は施楽シスナムのなかで個別技術のもっている意味セ 

探ることによっ てその存在理由に対する別解を深めるこ と ができる。 こo 
ﾡ点からみて付徴的であったのはつぎのタ イ ブである。

a) 東香野型

長伐期 (40～50年 )ーー集約な 間伐-技下高の高い校打 (枝下A

-9 2-

2 0八)で校打らにナタを使う —— 一的な 下刈り (幼令時に年2回刈りを 

する ) —— 叮寧な)杯( 植栽作業の工程が 1日1人1 50～200本)

b) 商 ﾡ 型

短伐期( 2 5年) - 間伐をほとんどしない ——枝下高 のや、 低い枝打 

ち(枝下高1 0～18尺) で枝打ちにオノ またはナタを使う —— 集約な下刈り 

- 町T事なﾡ

c)ﾡ原型 、

e 0年伐期—— 問aは弱度ないし 不実行—— 枝下高の低い枝打ち (枝下 

高1 5尺)で枝打ちにはオノまたはナタを使うか, あるいは枝打ち を全く 

実行 しないーー下刈り は年 】 回実行する —— 叮寧な 植栽 ( 植栽作業 の工程 

は1人1日160〜900木ﾡﾡ)。

「X否野では間伐を集的に実行する (除伐1 ・-1 5年生林分 : 保育問伐2 

回 ——1 6 〜 1 7年生林分と s 0〜S 5年生林分: 利用間伐1 回 —— 3 0 
年生林分)が市梅では伐をあまりしない」という地合, また「東吾野では 

校下高2 0尺士で枝打ちをするが梅では枝下高1 0～18尺まで枝打ちを 

する」という とき, 「東吾野は伐期が+ 0～5 0年でﾡでは伐場が2 5年 

である」という 小実と 関聯ず/た肢に施業システム全体の韻点からその意味 

の型ﾡが深められる。

伐期が短かければ長伐期のときに比べてす くなくとも その伐期よ り 高い林 

令 ﾡ分の 間伐は不要であ る ・ 伐期が短いと き , 主伐木の う ち柱 材の採 材で き 

る木の比率(ha 当り本数比)伐期が長い場合よりる小になる。住材の採 

・ ・

できる高さも低伐期のも のは低い。柱材は無節のものと有節のる のとでは 

無節のものの方が高価ななため,枚打ちの経済的効果が大である。主林木のう 

ち柱材を採材しない 休木は この池(背 梅西川林業 地帯)では足地丸太に 

る。足場九大では無節, 行節の別は価格に影響しない。したがって足場丸大 

こ代しては枝打の経済的効果は珮著に現れない。このよ うに場※すると東香 

野と 行梅の施栄システムの差が理解される,
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構原の場合には奥地で人 ( ビカ刀 )す く ないこ と,林相近換林分 (入 

造林によって成立した造林地)が現在多いこと, という特殊お情がある, 林 

種転換材分の多い曜営では再益林なよ って成立した林分の多い明合に 比べ て所有主体 の 

財務的負担が大きい。しかも労働力が地城的にすくない。奥地であるために 

扱出費などの発係で弱小伐採木を植木の支柱や足翅丸太と し て販売処分する 

cは採算上限度がある。このような毋所では, 「主伐の伐期は消贄地に近い 

前権型よりもや、高く, 間伐はあまり実行せず,枝打ちも低いかあるいは•実 

行しない。そして下刈り は年】回刈り。丄という 労働粗放型, 経貨節約型の 

施業システムが採用されることの合用性が理解される。

s. 前梅と東音野の差を論じている時に主伐木の販路が間題になった。 原を 

論じている時に継営主休の財務関係が間題にななった。

施業システムを幾つかの典型にわけて論じた時, そこに地城 (村 )の名前が 

でて来た。桁原の施楽システムを熱じているとき, 地域的特徴を説明せ 

ならなかった。 , I
と こで施業システム を深く洞察するためには経済システム ( 個効経済シス 

ラム, 地城経済システム,国民経済ジスラム)を理解せねならず, ないし 

は前提 とせね ばならぬこと がわかる。

・) 経済システムでまず各個々の経営の各施業シスすムに深い係をもっていろ 

個別もシステム かNになる。4ﾡシステムつ、て消物西川林楽地の各地の情W4 
いえ との村cb農民的卒よ行者も 商人的森林所有者もいる し,村内 在住求株 

所有者も村外在住森林所行者もいる。しかし傾向的にいえば東告吋,じ;.: 

五日 市は侵民的林所有者の村内在使森林所有者が目立ぢ, 名衆は 商人工 

お杯所(言が目立ち,宿原は村外在住森林所有者が目立つ。各個々の継営 

の個別経済システムが各経営の施業システム とそのﾡﾡの理解に 1 つの印 

象を与えている。

b) 地域の経済システム と国民経済 シス デムのうち,与えられたうーマ(商 

梅.西川地方のﾡ林技術の脳開 ) に関係の深いい、くつかの間 

については同章までに (一部は具体旳な数字を添えて ) 説明した。

ここでは背梅西川林業地に目下の国民経済の竹況のなかで顕在化して 

きた重要なﾡ題 - これは第Vﾡにもﾡ連する間題であるが——「森林労 

務者不足」- に この地帯の林興継営者が技術的にとう対応しているか 

を今回の実態岡査結果から以下に報告し ておきたい。( 詳細については第 

Wを本照されたい。)

S. 第M流で説明したよ うな背景のもとに現われて来た労務者不足と労賃高脇

の題に対してこの地の一部林業経営者cつぎのよ う な動きが兄られた。

1) 高賃金によ る 労務者の 確保

2) 1 部の林分の伐期をﾡ長させてその部分の伐木作業や伐跡地造林の労働 

を避け, 経営全体の年間所要労機量を滅らす。

8)森林経営計画によ って年々の伐採面積 ( とそ の戊跡地再造林而積 ) を均 

等化し, 労務所ﾡ量を年々一定化する, その必ﾡ労働常用労働者に上

って確保する。年に よ って著し く 多い園時労務者を雇用する こ と があると. 

いう 過去の方法は実行が困難になった。

+) 造林グ務者ﾡ用の通年化, そのため忆冬季作業を確保する。従来冬季手の 

油休作業と し て枝打ちが実行されていたが, 下刈も一部可能林分について 

冬季に実行するよ うcする。

5) 林道の 普及に伴って 乗用 東を使用 して労務者を自宅から作業現場までお

く りむかえする。

他村の労務者が自家用車によって通勤作業をする。

7) 下刈回数の減少

a) 過去には植栽後 1 0年間実行していた下刈りを情ﾡ後6～年で打ち 

切る。

b) 過去には 1 林分に対して年 2 回実行していた下刈 り を年1 回にする。

A)一林分の下刈り作業に女子務者を雇用する(従米, 当地帯には女子 

務者が山林労務に就業しない伝統があった。)
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9) 枝打ちの回数をすくなくする。同時に枝打ちの枝下高を低くする。地合 

によっては枝打ちをやめる。

10) 小型集材機の操従者に女子労務者を採用する。

11) 伐木作業の時に リン積みをせずに披出する。

1 2 ) 伐木作業の時 c ス ギ皮を ﾡ皮せ ずに投出する。

とれらの動きいずれる ご く さいきん, 声梅西川地方の一 部の林業経営で 員 

られたものではあるが, またとの地方全体に一般化しているわけでけはない。

しかしこれらの点が将来どう 展明するかが従来集約な技術( 下刈り,枝打ち, 

リ ンﾡみ )で行名であった問梅西川林業の将※のﾡ開を特徴ずけるキーポ イ 

ントになるように思う。 ・
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流 林(その1)

------

西

ヨ光東昭育に献上すろ。(1616年
林

次
業

麻対が西川’諸流域の森林禍査を行なう。(ト 

(私有林の形成がじまる)

地

1 ﾡ府の過林政宏強化(161〜1

そ 

の 

他

川
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吾

ワF

1
江戸大火のため森林渋伐さ丸る

と)_

166+年, 1068年, 1690年)
・ ー

粒の実行 (1668 年 )

天然林が多かった。!

(1600年頃) 

十 

|徳川家康が御岳山にスギと進する。(

入会地の村緑た伴な。; 坊ず (1631 左.

林

原

業

地方万

そ

地
の

他

江戸時代中期のﾡ林

-
T-

百姓山に杉と造林 

、1771年)

-

府にょる林令(17+2年

入会地の拡林に伴な う粉争

( 1702年>

で林が実行されてい、る。(1700年占)

う紛4(

天然苗が主, 焼畑2～8年後に研, 施業はﾡ放. 材質ス

20～40年, 小日间様小角材を生産した。 ||

Kなう紛(17294, 1756年)

苗木の育成と商品化(1760年
ゆ収造林のﾡ行がは 

じる。(1769年, 

11783年)

1700年頃 )

良
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(1800年頃

i 名主団栄門が

入会地の翩Q律な 紛争 (1777年 )|

した。(1810～1820年 )

(1818年)

却林並び饪空地へ杉松諸木横付け’。(1880L.

入会地に分収流林し 

苗木の生ﾡ量が多て

一部で桜打ちがう
(1||,

で校打ちが災行されている (保末)

(1848年)
分収錠が増加する

4 で瓜主の方が多か

粉争(1855年 )

入会山の分割幅*進む」•造林烛拡大

8 9 1870
1 23

た 明治時代の枯栽本数3d00 本/&であ

一部分で約なな造林技術が実行さ れていた 

除伐 ・ 間伐は行な われななかっ た。 | 

ﾡ投本数2500～3000本/&a I 
枝打ちの小払いを災行しなかった。 i

12113



林 (その3)造

「810 1890 
21l22 !23

I 
24

2
25

3
26 27

5
2S

6
20

7
30

6
31

0
32

10001
33 34

2
35

3
30 37

5
3S

G 
30

7
40

8
-1

0
42

IgIC 
t3

1

1 1 ・

西

川

林

束

野 ・ i1
j I

名

栗
分!

ォ

ス造

種 
に

林み

転換が 
なる。

1i

・加ロナ る。 1

伐孫 0 ・ 〜 5

।

04
7

※

地

林

(夕 収歩合 う ：5 か・パ る ノ

| J L-_
そ 

の 

他

営 商畑
設

1
4 明消 

内て
末4 
苗

デ ま でに 
ホを自来 

i
1

L商
し

川地
てい

げ

く - + *ﾡ

w

—1 n分 で弱 (14 00 +/
'1

&a ■)が 央行 さう uた が。 そ。 巾酬 的 行
「さ

突

地

そ

の

他

治 
人工 
らと

中拶 
林の 
作

私

淋
1 る

で 
木は 
よ う

川 
は 
Ic?

で番 
じ 
ェっ たs

木 
[Kに:

の 
つペ

基 
かな

ゴ

と
• く.

て 
が

ハた 
多か

の

った

1
明

・マ
。目

治え

大

%

ミ期 

ュ

ク リ 
以降

:日

f

o

原?

スギ
技術

村

, 1 
のョ

山(

- ノ 
冷違

4,0!

n
ゃで, ・ 
cよりA1

0円)-

56| 780 1020 1218 
3+5|67|8|0|10l1l12

二 ﾡ,2 8 0
3 4

192
5

0 1 2 1 3
2 8

1
9

5
10

6
11

7
12

8 i 9 10r。 1
13 1+11516

一「上 一 Lコ

口
一> 
扱

氏も1
ノ キ

1
全4

る

1

」 
共合

c
上

1
比が

高

ad

及 

うに 

1
? 「 

※共 
ホ組

した

な 

j
: 3
匚

合"

,た。

1
で

r

よ組っ
>般:

らっ 
「 

合 
立1

1

こ s

r1

L
1
11

1

十

1 1 やた

除伐・

1 :
一

,問
十一

ヒ ,

柄が村

行なわ

1 1
のﾡ

行A休372町実行 |

J________ j__ L

コ十十 

換が盛 

一;

’なz 1 。

1
林種
I F

下ィ
•林,

1安警苗が行なわれなロ □くなった

4 1 1
FT

I

〔

I

匕1 |

」——i ------ L

•-
< 

行造材 始 1 まる

1 1

! 1
みな林指定十小ﾡ ・ 円 

ﾡ京都水巡水源林

.1 j i II

»

成山

1
1 1



造 株 (その4)
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4000 本/4a 
が多く実行されている。 
伐期4 0～5.0年

がばc行われる。

一さで5く 4000～ 
5000本/イ ) が行 
なわれたが密植した 
林分は雪害が多く 
発生 し た,

そギ・とノの相投本数比が5:5になる。
-

伐粉3 0年

——ジ
地施肥が一部で行なわれるよ う にな 

ーード

!間伐がほとんど行な 
っれていない (一部 
の絶林家を除く) | 

消梅の杏野で2 5I 
年の伐期が採用され 
ている。

( 6000 本/α)が行われたが,
チみさし二,

れたっ

I 1 1

...... 
I

五日市では3 0〜 8 5年 
の伐期が採用されていろ。



伏出・加工(そのi)
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十十-

江戸に川
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市今由荷された ( 1 044・

日 ! ﾡ
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社L火で用材び込( 1 6
i ! メ

製炭が行われ

1710 1730 1740 1750 1760 1770熱*れ.はい**は韓* ・ *....*い.** 季 w番導番ﾡ 番率# - 1780 1700

川へな送(1688
&たへ願いが担 れている(1728年) 一木期施人の後退と 地元策者の出典

初期には竹流'が行なわナ:た
製炭の記録がある ( 1722年)川 

江戸中期から 初.流 し が主に な。た。
御林山の立木を製炭する (1792

スギ s

彼売1の配

タギ ・ ヒノ

|上野寛永守っ 
十-一

-1047年)

深川が江戸の材木取引

|

木場商人がな梅地方で伐出,製 
その時て 飛パ, 木, から 仙を入 れ, 
II!I!I

が始まる ( 1700年頃)
--

%られる(1668年】

レ木の流送が始まる (1694) i
教修材を出材した(役) (1607年)

9名存在 している ( 17+2年)

市に 炭市が開かれ,ﾡ原や小河内から五日市へ 

が出荷された(1722年) I

買山製炭が多 くなる(1735年)

*心として’修栄して1、勺( 1711年) I
|三田領役師組合ﾡ成 (1721年)

「内a(1718年)川 i

-伐出技術大材の
1 700年) 
を呼入した

I
江戸時代中 期の伏出技 時の休系:
• i

宮領役町組合結成(1759年)

木一木守せー リ ン組み一木落し, 修探 ・ さで ・ 木かつ→谷 II
→川狩り (さながし, すながし棒ながし)-* 業者引渡し



1810 1850 . 1860

役の上荷に 木炭

作る殿人がいた(1821年) 
角が作られた) ・ :

の利用方法や統方が、規整さ れた 
| (1825年, 1841年)

町で町田ﾡ栄助 ( 上名ﾡ出g ) が木炭間民を営み 

の江戸代理店の根能と米たしている。( 1809年)

社業・ 済送 :製炭の記事がある。(181 0年)

名深川の体師。2名(1824年) 」 !

ﾡこか盛だにる(1852年) .

彼のﾡﾡ樹ﾡと大ささにょって,はおずさ 

バロ」 い i 
天然林 (丹波山) 伐出構成 (165 
「願木代, 役人心得: 5.9% 
伐木ﾡ 1 G.5% 

ﾡ加金 1.0%
|!|狙材費 60.9%
' : 流送賞 1-5.8%.l

018701

炭もスギ

91989- 1 3 4
21 23

189012
2324,25 2728

・ヒノキ用材林楽も営なまれていた。尚(材は売れななかっ 

による陸送(木炭。板)とﾡによ る運材が行な われていた

製炭もスギ ヒノキ用材林も営なまれてい

川下止事件が起る

役部100名いた。
: 西川 新木商組合設立

従師仲間5 0人(三田領) | 
もスギ ・ ヒノキ用材林業も営なまれていた

時代から明治m代へかけて修略, さ で. 地 木かつぎ, 引さによる 運村が行われた。

行cわれた

た平が積まれてい (三田ﾡ)

角役, 長杉役 うけ従に分ﾡされ

一 115 一

伏出・加工(ての2 )



ﾡ出・加工(その3)
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手引 I, 荷ﾡ市に よる 運材が始 注 る 材木の

役流しの全盤期

木馬か新潟か かすたれ, トラッ

役に代

(仙角の大きさ:2寸5分〜6寸角, 長さ2間こたは丈)

中目の丸太が多かった=ﾡ角にした 1

水力製材所出現(3工場)(登装座でにたと)

ク輸送諾る ------ 

!!1! I木ﾡﾡの普及
(除間伏材が販売できろよ

木思が使われだ した

ラックﾡ送どろ 1 !
波が衰微 し； 陸※か増える
陸送の初期は馬力運殺•手 : !

.； ! 運搬が行なわれた
フ ク材がさかんになる

吾野村 中沢に水力製材所が 
できる製品はスキと板 : 
天施から審材技術導入 i

蕊

『車輸送が行cわれる

うになる)

19
一

姿材微品の角材か板よ り多くなる( 吾野村中沢) →昭和期に ェると 契材がはとんと角にる 

阪で電力製材がぬる、; !ii . 一——飯能,川越を経て千一米統制時代
征流しが完全になくななった ・ ’任証"Iへ出索H ・

*-,トラ ックﾡ送に変る ! ヒ→.'」!i
iii 然素逸材がはじまった。

:住深川へ出荷した。

・

1 役がすたれ,

h材か容 あに なった( =央地造林の誘因に なろ):



伐出 ・加工 (その4)

1970
45 i

村有林,公有林の立木

販売の8 o %は入札に 
よる。

の小売商工務店, 

材製品を出荷
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ヨ市布道が江戸に通じた(車道】

歩道, 牛馬道が五日市へ％じていだ。

成苦石灰を江戸城構築材として搬出す 

松辛信綱が川越城主となる。(1020年) 

ガ月市に市がたつ。(1052年) 

江戸大火(明府の大化1057年)

ロ戸と火 ( 江戸の川地常町神失10中24 :
上野 水寺の改修( 1697年)
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文通 ・ ー般(その2 )

1910 9 1920

飯能間に西武鉄道印通

ﾡみ強

青梅鉄道二俟尾まで開通!

二側尾-沢井の折维道通

«一 । 
五日市鉄道(五日

二根尾一御岳開に

府道五日市甲府四単定

! I 府道上野原五日市線空定
I I I

大止期には主として手が陸上ﾡ送に
----十十-

第一次世界大械’； 1
東京府立*标学区靑構に開校 L、, l

. =iul 吉所. ■布-電：がっく。

' T惚庁に福筋四通| ! 五日市,「ア合, 名栗村忆電田がつく。

' 東京ﾡ六ﾡ事務所青梅に開庁 || 

しII し 

大水 ( 名果村の死者 23名) 西川地方が

青ﾡ断ご電ﾡがついた。

秩父郡から 
入間郡にﾡ 

入された、

一 123 一〜122-



文通 ・ ーﾡ( その3)
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